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１ 計画策定の趣旨 

「男女共同参画社会基本法」は平成 11 年（1999年）年６月に施行されて以来、「男

女共同参画社会の実現は 21世紀を活力ある社会にするための最重要課題」と位置づけ、

内閣府をはじめ省庁横断的に取組みが進んでいます。 

男女共同参画社会基本法では、男女共同参画社会を、男女が、性別にかかわりなく、

社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野の活動に参画す

る機会が確保されることにより、等しく政治的、経済的、社会的及び文化的利益を受

け、かつ、共に責任を担う社会であることを定義しています。 

泉佐野市においても「泉佐野市男女共同参画すいしん計画」の計画期間（平成 14

年（2002年）～平成 23年（2011年））の中間年にあたる平成 18年（2006年）に、男

女共同参画をめぐる社会状況の変化とこれまで実施してきた施策を踏まえ、「改訂泉佐

野市男女共同参画すいしん計画」を策定し、計画的、総合的に取り組んできました。 

しかし、さまざまなところで男女の不平等や格差は存在し、女性にとっても男性に

とっても暮らしやすい社会と言い難いところがあります。 

例えば、下図をみると「泉佐野市男女共同参画すいしん計画」で掲げていた「各審

議会等の女性委員の比率」の目標値は 30％でしたが、平成 21年（2009年）において

18.9％にとどまり、国や大阪府の割合を大きく下回っています。（図１） 

また、平成 22 年（2010 年）度に実施した「泉佐野市男女共同参画市民意識調査」

で、各分野における男女の平等感をみると、平成 13 年（2001 年）度に実施した時の

割合とほとんど変化がないか、むしろ下回っている分野が多く、本市における男女平

等があまり進んでいないことがわかります。（図２）     

本計画では、男女の不平等や格差を解消し、全ての市民が暮らしやすい、男女共同

参画社会の実現に向けた取組みを市・市民・事業者が力を合わせ、総合的かつ計画的

に実施するために、この行動計画を策定します。 

 

図１ 審議会等への女性委員の参画率の推移（国・大阪府・泉佐野市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：内閣府男女共同参画局(９月末現在）、大阪府男女共同参画課調べ（大阪府は４月１日現在、

市町村は４月１日現在）、泉佐野市人権推進課調べ（４月１日現在） 
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図２ 各分野における男女の地位の平等感（平等と感じる人の割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前回調査の質問項目においては「②賃金や待遇などの働く条件では」「⑤政治・経済活動への参加では」「⑦冠婚葬祭

などの慣習やしきたりでは」の文言となっている 

 

資料：前回調査＝「男女共同参画社会の実現に関する市民アンケート調査」平成13年（2001年）度 
今回調査＝「泉佐野市男女共同参画市民意識調査」平成22年（2010年）度 
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２ 計画策定の背景 

（１）人口減少社会の到来、少子・高齢社会の進行 

泉佐野市の人口は、平成 22 年の 100,758 人でピークをむかえ、国立社会保障・人

口問題研究所の推計によると、その後は減尐しはじめます。同時に、15～64歳の生産

年齢人口は急速に減尐し、15歳未満の年尐人口も確実に減る一方で、高齢者人口は大

幅に増加していきます。 

そして、その高齢者のうち一人暮らしをしている人の男女比をみると、平成 22 年

には女性のみの世帯が 74.9％を占めています。 

 

図３ 年齢３区分別人口の推移（推計含む）(泉佐野市) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※平成 22年までは実績値、平成 27年以降は推計値。 
実績値の総数には年齢不祥を含まない。高齢化率は 65歳以上人口/総数×100。 

資料：総務省 統計局 「国勢調査報告」（昭和 55～平成 22 年） 
国立社会保障・人口問題研究所 （平成 20 年 12 月推計）（平成 27～47 年） 

 

図４ 性別にみた 65歳以上の単独世帯数の推移（泉佐野市） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

資料：総務省 統計局 「国勢調査報告」 
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（２）経済情勢・雇用情勢の変化 

泉佐野市における就業者数をみると、平成17年までは年々微増しています。その就業

者に占める女性の割合をみると、平成17年は、41.7％であり、増加傾向にあります。 

しかし、全国の雇用形態をみると、年々非正規労働者が増加しており、特に女性の場

合は２人に１人以上が非正規雇用者です。こうした女性の非正規雇用者の場合、賃金は

男性の正社員の約半分にとどまっています。 

 

図５ 就業者に占める女性割合の推移（泉佐野市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省 統計局 「国勢調査報告」 

 

図６ 雇用形態別にみた雇用者の構成割合の推移（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※昭和 60 年から平成 13 年は総務庁「労働力調査特別調査」（各年２月）より、16 年以降は総務省「労働力調査（詳

細集計）」（年平均）より作成。数値は役員数を除く。 

資料：内閣府『平成 23 年版男女共同参画白書』 
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図７ 労働者の１時間当たり平均所定内給与格差の推移（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 1．厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成。 

2．男性一般労働者の１時間当たり平均所定内給与額を 100 として、各区分の１時間当たり平均所定内給与 

額の水準を算出したものである。 

資料：内閣府『平成 23 年版男女共同参画白書』 
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（３）市民意識の動向 

泉佐野市男女共同参画市民意識調査 

■ 調査の概要 

●調査の目的：市では、性別に関わりなく誰もが自分らしく、いきいきと暮らすこ

とができる男女共同参画社会をめざしています。平成 14年度策定の

「泉佐野市男女共同参画すいしん計画・実施計画」の見直し時期を

踏まえて、より一層の施策を進めていくため、本アンケートを実施

し、より多くの市民のみなさまのご意見を反映するとともに、次期

計画策定のための基礎資料とすることを目的とします。 

●調査対象 ：市内に居住する満 20歳以上の男女 2,000人 

●調査方法 ：郵送による調査票の配布および回収 

●調査期間 ：平成 23年２月 28日～３月 14日 

●有効回収数：640 人（有効回収率 32.0％） 

 

■ 調査の結果 

（１）男性の方が高い固定的な性別役割分担意識の割合 

男女ともに「男は仕事、女は家庭」のように性別によって役割を固定した考え方に賛

成しない割合が賛成の割合より高くなっているものの、男性は女性よりも約 10％低くな

っています。 

問 あなたは、「男は仕事、女は家庭」という考え方についてどう思いますか。 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
わ
な
い 

そ
う
は
思
わ
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 
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（２）結婚も離婚も選択できるという考え方 

結婚も離婚も選択してもよいという考え方が 60％を超えており、女性の割合の方が高

くなっています。 

問 結婚、家庭生活について、あなたのご意見をおうかがいします。あなたのお考えに近いものはどれですか。 

【女性】（N=377）  【男性】（N=262） 
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ち
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（３）「職場」「政治の場」「社会通念等」「全体として」で高い男女の地位の不平等感 

「平等である」割合が一番高い分野は「学校教育の場で」ですが、それでも女性

42.4％・男性 51.1％です。「社会通念・慣習・しきたりなどで」「政治の場で」「全体と

して」での『男性優遇』感は男女ともに高くなっています。 

 

問 あなたは、次にあげる分野で、男女はどの程度平等になっていると思いますか。 

 

【女性】（N=377）  【男性】（N=262） 
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え
ば
男
性
が

優
遇
さ
れ
て
い
る 

平
等
で
あ
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
女
性
が

優
遇
さ
れ
て
い
る 

女
性
が
優
遇
さ
れ
て
い
る 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

 

男
性
が
優
遇
さ
れ
て
い
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
男
性
が

優
遇
さ
れ
て
い
る 

平
等
で
あ
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
女
性
が

優
遇
さ
れ
て
い
る 

女
性
が
優
遇
さ
れ
て
い
る 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

48.8

79.8

82.8

90.2

8.0

84.6

91.5

3.7

1.9

12.7

1.9

2.9

1.9

1.3

4.5

1.3

13.0

18.8

2.4

2.4

5.6

0.3

22.5

1.1

2.9
2.7

1.9

3.4

2.9

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

46.6

76.3

72.1

83.2

5.382.8

89.3

2.3

1.1

19.8

0.8

2.3

4.2
5.0

4.2

8.4

3.8

18.7

22.5

1.9

1.5

1.9

4.6

26.3

0.8

3.4

2.3

2.7

2.7

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①社会的な地位を得る

②経済的に自立した
　生活をする

③炊事、掃除、洗濯
　など家事ができる

④社会に貢献する

⑤本人の個性や才能を
　生かした生活をする

⑥本人の意思に任せる

（４）性別にかかわりなく子どもの個性や能力を活かす教育が望まれる 

子どもに望む生き方については、「社会的な地位を得る」を除く項目で、男女ともに

70％以上が「女子・男子の両方に」を選んでいます。しかし、「社会的な地位を得る」「経

済的に自立した生活をする」では「特に男子に」が高く、「炊事、掃除、洗濯など家事

ができる」では「特に女子に」が高くなっています。 

また、小・中学校ですすめてほしい男女平等の取組みについては、「男女にかかわり

なく、その子どもの個性や能力を生かせるようにする」「男女にかかわりなく、働くこ

との意義を教える」の割合が高くなっています。 

 

問 あなたに未成年の子どもがいると仮定して、あなたは、将来「どのような生き方」をして

ほしいと思いますか。（○は各項目にそれぞれ１つ） 
 

【女性】（N=377）  【男性】（N=262） 

女
子
・
男
子
の
両
方
に 

特
に
女
子
に 

特
に
男
子
に 

女
子
・
男
子
の
両
方
に
望
ま
な
い 

無
回
答 

 

女
子
・
男
子
の
両
方
に 

特
に
女
子
に 

特
に
男
子
に 

女
子
・
男
子
の
両
方
に
望
ま
な
い 

無
回
答 
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58.6

42.4

75.6

51.5

34.0

70.3

15.6

23.3

2.4

0.5

49.6

37.8

71.0

38.2

35.5

62.6

16.8

2.7

2.3

25.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性(N=377)

男性(N=262)

男女で協力して家事や育児ができるよ
うに教える

人権尊重の教育を推進し、子どもたち
が男女平等を主体的に考えるようすす
める

男女にかかわりなく、その子どもの個
性や能力を生かせるようにする

こころとからだを大切にする、年齢に
応じた性教育を行う

性暴力やセクシュアル・ハラスメント
などについて学習する機会をもつ

男女にかかわりなく、働くことの意義
を教える

男女にかかわりなく、校長・教頭に登
用するよう努める

その他

保護者と教職員がともに男女平等教育
について学習する機会をもつ

現状のままでよい

問 あなたが小・中学校ですすめてほしい男女平等への取組みは、どれですか。 

（○はいくつでも） 
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16.8

38.9

3.8

9.2

13.0

20.2

37.4

6.5

29.0

25.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

17.51.3

20.7

15.4

11.7 23.1 7.7

36.1

36.8

29.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現実

希望

（５）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）についての希望と現実のギャップ 

男女ともに「希望」では「『仕事』と『家庭や地域活動』と『個人の生活』をともに

優先したい」と複線的な生き方を選ぶ割合が 30％を超えているにも関わらず、「現実」

の生活では、男女ともに「『仕事』と『個人の生活』」「仕事」を選ぶ率が上がり、「『仕

事』と『家庭や地域活動』と『個人の生活』をともに優先」は 10％未満にとどまってい

ます。 

 

問 あなたの生活の中で、「仕事」と「家庭・地域活動」、「個人の生活」の優先度について 

おうかがいします。あなたの現実と希望に最も近いのは、次のどれですか。 
 

【女性】（N=377）  【男性】（N=262） 

「
仕
事
」
を
優
先 

「
個
人
の
生
活
」
を
優
先 

「
仕
事
」
と
「
個
人
の
生
活
」
を
と

も
に
優
先 

「
仕
事
」
と
「
家
庭
や
地
域
活
動
」

と
「
個
人
の
生
活
」
を
と
も
に
優
先 

そ
の
他 

 

「
仕
事
」
を
優
先 

「
個
人
の
生
活
」
を
優
先 

「
仕
事
」
と
「
個
人
の
生
活
」
を
と

も
に
優
先 

「
仕
事
」
と
「
家
庭
や
地
域
活
動
」

と
「
個
人
の
生
活
」
を
と
も
に
優
先 

そ
の
他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  全

体
（
Ｎ
） 

「
仕
事
」
を
優
先 

「
個
人
の
生
活
」
を
優
先 

「
仕
事
」
と
「
個
人
の
生
活
」
を
と
も
に

優
先 

「
仕
事
」
と
「
家
庭
や
地
域
活
動
」
と
「
個

人
の
生
活
」
を
と
も
に
優
先 

「
家
庭
や
地
域
活
動
」
を
優
先 

「
仕
事
」
と
「
家
庭
や
地
域
活
動
」
を
と

も
に
優
先 

「
家
庭
や
地
域
活
動
」
と
「
個
人
の
生
活
」

を
と
も
に
優
先 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

希望 
女性 377 1.3  15.4  17.5  36.1  4.0  7.7  11.1  5.3  1.6  

男性 262 3.8  13.0  16.8  37.4  4.2  9.9  9.9  3.4  1.5  

現実 
女性 377 20.7  11.7  23.1  7.7  10.9  11.1  9.5  4.2  1.1  

男性 262 38.9  9.2  20.2  6.5  2.3  14.1  3.8  5.0  - 
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48.2

61.4

72.3

54.1

48.2

38.6

27.7

45.9 0.0

57.3

38.2 52.9

40.8

8.8

3.6

0.0

0.0

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

(N= 70)

(N= 37)

(N=262)

(N= 34)

(N= 56)

(N= 65)

29.3

45.3

27.3

26.7

41.3

20.0

11.3

10.7

12.7

2.0

0% 20% 40% 60%

男だから頑張れと言われる

家族を養うのは男の責任だと言われる

自分のやりたい仕事を自由に選べないこ

とがある

常にリードすることが求められる

仕事の責任が大きい、仕事ができて当た
り前だと言われる

つらいことがあっても、相談する相手が
いない
家族とのコミュニケーションが尐ない

自分の時間や居場所がないこと

衣食住に関わる家事が自立できず、生活

が不便である

その他 男性(N=150)

69.0

43.5

65.5

64.7

43.2

30.0

1.9

0.8

56.1

43.5

61.1

47.7

46.2

30.2

3.1

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性(N=377)

男性(N=262)

検診や健康づくりに関する情報を提供

する

年齢に応じた健康づくりのための機会
を提供する

安心して出産できるよう医療体制を充

実する

女性特有の病気などに配慮した女性外

来の情報を提供する

悩みや不安を相談できる体制を充実す
る

生涯を通じて心身ともに健康で過ごす
ための学習機会をつくる

その他

特にない

（６）男はつらいと感じるとき 

「男はつらい」と感じることがある男性は 60％弱で、特に 50歳代では 70％を超えて

います。 

 

 

 

 

 
あ
る 

な
い 

無
回
答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）女性の心とからだの健康保持支援として望むこと 

  安心して出産できる医療体制、検診や健康づくりの情報提供では、男女ともに 50％を

超えています。 

 

問 女性の心とからだの健康を保つために、泉佐野市はどのような取組みをする必要があると思

いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 男性の方におたずねします。 

あなたは「男はつらい」と感じること

はありますか。 

問 それはどんなことですか。 
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1.9

8.0

2.3

1.9

18.7

0.8

6.5

5.3

1.9

0.8

2.3

50.0

15.6

20.2

13.7

8.0

14.5

2.7

7.3

5.0

5.7

2.3

23.3

13.0

0% 10% 20% 30% 40% 50%

現在参加している

今後参加したい

保育サポーターやファミリーサ
ポートなどの子育て支援活動

子どもの健全育成・ＰＴＡの活動

高齢者・障がい者等の生活支援や
介護ボランティア

自治会活動

防犯・防災活動（地域での防災訓
練、防犯パトロールなど）

清掃、緑化などまちの美化や景
観、自然環境を守る活動

国際交流活動

行政の審議会等の活動

その他

自立支援や人権擁護などの活動

公民館や体育館のクラブなどの生
きがい作りの活動

参加していない・参加したくない

10.6

6.9

1.6

4.5

14.6

3.2

11.4

3.2

1.3

1.1

1.6

47.7

30.2

15.9

13.0

12.5

5.8

13.0

9.5

4.0

2.9

0.8

16.7

4.5

0%10%20%30%40%50%

現在参加している

今後参加したい

（８）地域の活動への参加意欲が高まる 

男女ともに「どれにも参加していない」割合が 50％前後であるものの、「今後参加し

たくない」割合は女性 16.7％、男性 23.3％と大幅に減尐し、地域の活動への参加意向

が高くなっています。 

中でも、女性の 30.2％が「公民館や体育館のクラブなどの生きがい作りの活動」に今

後は参加したいとし、男性では、「清掃、緑化などまちの美化や景観、自然環境を守る

活動」の参加意向が 20.2％と高くなっています。 

 

問 現在、どんな活動に参加していますか。また、今後はどんな活動に参加したいですか。 

 

【女性】（N=377）  【男性】（N=262） 
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30.0

48.3

17.0

24.9

52.3

22.0

64.5

2.7

38.9

45.8

19.1

25.2

38.5

17.6

44.7

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性(N=377)

男性(N=262)

女性自身が意識を変える

女性リーダーに対する男性の意識を変
える

リーダーの役に女性を割り当てる

女性リーダーの養成をする

女性が活動できるように、家族で家事
を分担する

女性リーダー同士の交流の場や相談で
きる窓口を作る

女性が活動しやすいグループが増える
ように、一時保育や場の提供などの支
援を行う

その他

（９）女性リーダーを増やすための方策は「一時保育や場の提供などの支援」が望まれる 

女性リーダーを増やすための方策として、女性では「女性が活動しやすいグループが

増えるように、一時保育や場の提供などの支援を行う」の割合が高くなっています。男

性では「女性リーダーに対する男性の意識を変える」が最も高くなっています。 

 

問 現在、地域や職場で活躍する女性リーダーが育っていないことが課題になっています。女性

リーダーを増やすためにはどうすればよいと思われますか。 
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25.2

50.4

50.9

83.3

70.8 17.8 2.9

85.4

67.4

30.5

65.3

4.8

17.5

7.7

21.5

45.1

33.4

50.7

33.2

2.7

9.3

16.7

8.2

4.2

16.4

8.5

2.4

8.5

7.4

8.2

7.2

8.0

6.9

6.6

7.2

8.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

19.5

40.8

37.8

78.6

59.9 27.9 6.9

51.1

22.1

57.6

84.4

39.3

51.9

44.7

47.7

31.7

14.9

27.9

8.4

2.7

11.8

24.0

5.7

13.7

22.1

15.3

3.1

5.3

5.7

4.2

3.8

5.0

6.1

5.7

6.1

6.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①何をやっても、何を言っても
　長期間無視される

②あなたが大切にしているものを
　わざと壊されたり捨てられたり
　する

③ばかにされたり、ののしられた
　り、命令口調でものを言われる

④交友関係や携帯電話をチェック
　されたり、行動を制限される

⑤げんこつや身体を傷つける可能
　性のあるもので、殴るふりをし
　て脅かされる
⑥平手で打たれたり、殴られた
　り、かまれたり、げんこつで殴
　られる
⑦身体を傷つける可能性のあるも
　のでたたかれる

⑧あなたのお金を取り上げたり、
　預貯金を勝手におろされる、
　家にお金を入れない

⑨望まない性行為を強要される

（10）配偶者等からの暴力の認識に男女差 

男女とも「どんな場合でも暴力にあたると思う」の割合が高いのは、「⑦身体を傷つ

ける可能性のあるものでたたかれる」「⑥平手で打たれたり、殴られたり、かまれたり、

げんこつで殴られる」という身体的な暴力に関する割合が高くなっています。 

また、すべての項目で女性の割合の方が高くなっています。 

 

問 あなたは、配偶者やパートナーから次の行為をされることは、「暴力」にあたると思います

か。また、結婚している・したことがある方は、実際にされた経験はありますか。 

 

【女性】（N=377）  【男性】（N=262） 

ど
ん
な
場
合
で
も
暴
力
に
あ
た
る

と
思
う 

暴
力
の
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合

が
あ
る 

暴
力
に
あ
た
る
と
は
思
わ
な
い 

無
回
答 

 

ど
ん
な
場
合
で
も
暴
力
に
あ
た
る

と
思
う 

暴
力
の
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合

が
あ
る 

暴
力
に
あ
た
る
と
は
思
わ
な
い 

無
回
答 
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91.5

31.0

63.9

27.3

24.7

12.5

30.0

76.7

18.6

11.9

6.4

27.6

89.7

22.5

64.1

38.2

22.9

12.6

28.2

26.0

7.6

6.9

16.8

82.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性(N=377)

男性(N=262)

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）

ポジティブ・アクション

ジェンダー

男女雇用機会均等法

ワーク・ライフ・バランス

いずみさの男女共同参画つうしん
Ｆｉｎｅ

人ひとプラン
（泉佐野市男女共同参画すいしん計画）

いずみさの女性センター

女子差別撤廃条約

男女共同参画社会基本法

育児・介護休業法

デートＤＶ

（11）「デートＤＶ」「ワーク・ライフ・バランス」の認知は約 20％ 

「ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）」や「男女雇用機会均等法」、「育児・介

護休業法」の認知度は高いものの、「いずみさの女性センター」は女性 27.6％、男性

16.8％と低い割合にとどまっています。また、近年、課題になっている「デートＤＶ」

「ワーク・ライフ・バランス」についても同様に低い割合です。 

 

問 あなたが、次の言葉のうち、見たり聞いたりしたことがあるものをすべて選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デートＤＶ 

交際相手からの暴力のこと。身体的暴力のほかに強い束縛や行動の規制、性的な行為の強要、金銭

を貸すように強要されたりする行為などがある。 

用語の説明 
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（４）世界・国・大阪府・泉佐野市のこれまでの動き 

 

年 世界の動き 日本の動き 
大阪府・泉佐野市の動き 

   （●は泉佐野市） 

昭和 50年

（1975年） 

○国際女性年 

○国際女性年世界会議（メキシコ

シティー）で「世界行動計画」

を採択 

○第 30 回国連総会で 1976～1985

年を｢国連女性の 10年｣と決定 

○総理府に「婦人問題企画推進本

部」を設置 

○国際女性年記念日本婦人問題

会議（総理府主）開催 

 

昭和 51年

（1976年） 

○「国連女性の 10年」始まる 

○ＩＬＯ（国際労働機関事務局）

に婦人労働問題担当室設置 

○離婚の際、旧姓に復するか夫の

姓を名乗るか自由選択できる

など、戸籍法改正 

○女性問題担当窓口を労働部労働課に

設置 

昭和 52年 

（1977年） 

 ○「国内行動計画」策定 ○知事の諮問機関として「大阪府婦人

問題推進会議」設置 

昭和 53年 

（1978年） 

   

昭和 54年 

（1979年） 

 

○第 34回国連総会で「女子差別撤

廃条約」を選択 

 ○「大阪府婦人問題推進会議」から知

事へ「女性の地位向上に関する提言」

提出 

○「大阪府婦人問題企画推進本部」設

置 

昭和 55年 

（1980年） 

○「国連女性の 10年」中間年 

第２回世界女性会議開催（コペ

ンハーゲン」 

○「女子差別撤廃条約」署名式開

催 

○「女子差別撤廃条約」に署名 

○配偶者の相続分アップを内容

とする改正民法成立 

○女性問題の総合的な窓口として、企

画部府民文化室に婦人政策係を設置 

○審議会への女性委員の登用目標率を

10％と設定 

昭和 56年 

（1981年） 

○「女子差別撤廃条約」発効 ○「国内行動計画後期重点目標」

を発表 

 

昭和 57年 

（1982年） 

  ○企画部に婦人政策室設置 

昭和 58年 

（1983年） 

   

昭和 59年 

（1984年） 

 ○父系血統主義から父母両系主

義の立場をとる改正国籍法成

立 

 

昭和 60年 

（1985年） 

○「国連女性の 10年」最終年 

第３回世界女性会議（ナイロビ）

で「2000 年に向けての女性の地

位向上のための将来戦略」を採

択 

○生活保護基準額の男女差解消 

○女性の年金権を確立する国民

年金法の一部改正 

○「女子差別撤廃条約」批准 

 

昭和 61年 

（1986年） 

 ○「男女雇用機会均等法」施行 ○｢21 世紀をめざす大阪府女性プラ

ン｣(第２期行動計画)策定 

○「大阪府女性問題懇話会」設置  

昭和 62年 

（1987年） 

 ○「西暦 2000 年に向けての新国

内行動計画」を策定 

 

昭和 63年 

（1988年） 

   

平成元年 

（1989年） 

○「子どもの権利条約」採択 ○新学習指導要綱で中学・高校家

庭科の男女共修化 

●企画課に女性政策担当を設置 

●泉佐野市女性問題懇親会および女性

政策推進会議を設置 

平成２年 

（1990年） 

○「ナイロビ将来戦略」の見直し

勧告 

 ●｢女性問題についての意識調査｣実施 

●女性問題つうしん｢ふぁいん 21」創

刊 
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   （●は泉佐野市） 

平成３年 

（1991年） 
 ○新国内行動計画第１次改訂 

○「育児休業等に関する法律」成

立（1992 年施行） 

○大阪府女性問題懇話会｢第３期行動

計画策定に向けての提言｣提出 

○｢男女協働社会の実現をめざす大阪

府第３期行動計画―女と男のジャン

プ・プラン」策定 

●人権推進課に女性政策係を設置 

●女性政策行動計画「いずみさの女性

プラン 21」策定 

平成４年 

（1992年） 

  ●「小・中学生の性別役割意識と男女

平等教育調査」実施 

平成５年 

（1993年） 

 ○「短時間労働者の雇用管理の改

善に関する法律」（パート労働

法）成立・施行 

○「男女協働社会の実現をめざす表現

の手引き」作成 

●「泉佐野市における部落差別撤廃と

あらゆる差別をなくすことをめざす

条例」施行 

平成６年 

（1994年） 

○国際家族年 

○国際人口・開発会議をカイロで

開催 

○総理府に男女共同参画室設置 

○「今後の子育て支援のための施

策の基本的方向について」（エ

ンゼルプラン）策定 

○「新ゴールドプラン」策定 

○「子どもの権利条約」批准 

○府立婦人会館閉館 

○ドーンセンター（大阪府立女性総合

センター）開館 

●「女性の生活と意識に関する調査」

実施 

●泉佐野市女性問題懇親会「女性セン

ター（仮称）建設についての基本的

な考え方」提言提出 

平成７年 

（1995年） 

○国際寛容年 

○第４回世界女性会議（北京）で

「行動綱領」を採択 

○「国連人権教育の 10年」始まる 

○育児・介護休業法成立・施行

（1999年一部施行） 

○ＩＬＯ156号条約（家族的責任

条約）批准 

 

平成８年 

（1996年） 

○貧困撲滅のための国際年 ○「人権差別撤廃条約」批准 

○優生保護法の改正・施行（母体

保護法） 

○「男女共同参画 2000年プラン」

を男女共同参画推進本部決定 

○大阪府女性センター問題懇話会「女

と男のジャンプ・プラン見直しに向

けての提言」提出 

平成９年 

（1997年） 

 ○「男女雇用機会均等法」改正

（1999年全面施行） 

○女子保護規定廃止を含んだ「労

働基本法」改正（1999年施行） 

○育児・介護休業法改正（1999

年施行） 

○「介護保険法」成立（2000 年

施行） 

○「男女協働社会の実現をめざす大阪

府第３期行動計画（改定）」－「新 女

と男のジャンプ・プラン」策定 

○「審議会等への女性委員の登用推進

要綱」策定 

●いずみさの女性センター開設 

平成 10年 

（1998年） 

  ○「大阪府女性労働対策推進計画」策

定 

●泉佐野市女性問題懇談会「いずみさ

の女性プラン 21 推進に向けての提

言」提出 

●「改訂いずみさの女性プラン 21」策

定 

平成 11年 

（1999年） 

 ○「児童買春、児童ポルノに係る

行為等の処罰及び児童の保護

等に関する法律」成立 

○男女共同参画社会基本法成

立・施行 

○「重点的に推進すべき尐子化対

策の具体的実施計画について」

（新エンゼルプラン）策定 

●「改定いずみさの女性プラン 21実施

計画」作成 
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平成 12年 

（2000年） 

○国連特別総会「女性 2000年会議」

（ニューヨーク） 

○「ストーカー行為等の規則等に

関する法律」成立・施行 

○「児童虐待防止等に関する法

律」成立・施行 

○「男女共同参画基本計画」策定 

○大阪府「女性に対する暴力」対策会

議設置 

●「改訂いずみさの女性プラン 21進捗

状況実施計画」作成 

平成 13年 

（2001年） 

 ○「配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護に関する法律」

（ＤＶ防止法）成立・施行（2002

年一部施行） 

○男女共同参画会議発足 

○「男女共同参画週間」開始 

○「女性に対する暴力をなくす運

動」開始 

○「大阪府男女共同参画計画」（おおさ

か男女共同参画プラン）策定 

●「改定いずみさの女性プラン 21進捗

状況実施計画」作成 

●「泉佐野市女性問題懇談会」を「泉

佐野市部落差別撤廃人権擁護審議会 

男女共同参画推進計画策定部会」に

移行 

平成 14年 

（2002年） 

  ○「大阪府男女共同参画推進条例」施

行 

○大阪府男女共同参画苦情処理制度開

始 

●「泉佐野市部落差別撤廃人権擁護審

議会 男女共同参画推進計画策定部

会」解散 

●「女性政策推進会議」を「男女共同

参画推進会議」に改称 

●「泉佐野市男女共同参画すいしん計

画」策定 

●「改定いずみさの女性プラン 21進捗

状況」作成 

●「泉佐野市男女共同参画すいしん計

画 実施計画」作成 

平成 15年 

（2003年） 

 ○次世代育成支援対策推進法成

立・施行 

○尐子化社会対策基本法成立・施

行 

●「女性政策係」を「男女共同参画係」

に改称 

●「泉佐野市男女共同参画すいしん計

画 進捗状況実施計画」作成 

平成 16年 

（2004年） 

 ○「児童虐待防止等に関する法

律」改正・施行 

○「配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護に関する法律」

（ＤＶ防止法）改正・施行 

○育児・介護休業法改正（2005

年施行） 

○児童福祉法改正・施行 

●「泉佐野市男女共同参画すいしん計

画 進捗状況実施計画」作成 

平成 17年 

（2005年） 

○国連「北京＋10」世界閣僚級会

合（第 49回国連婦人の地位委員

会）をニューヨークで開催 

○「高齢者虐待の防止、高齢者の

養護者に対する支援等に関す

る法律」施行 

○男女共同参画基本計画（第２

次）策定 

○「大阪府・市町村配偶者からの暴力

対策所管課長会議」設置 

○「大阪府配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護に関する基本計画」

策定 

●「泉佐野市男女共同参画すいしん計

画 進捗状況実施計画」作成 

平成 18年 

（2006年） 

 ○男女雇用機会均等法及び労働

基本法改正（2007年施行） 

○「大阪府男女共同参画計画（おおさ

か男女共同参画プラン）（改訂版）」

策定 

●「泉佐野市男女共同参画すいしん計

画 進捗状況実施計画」作成 

●「改訂 泉佐野市男女共同参画すい

しん計画」（改訂人ひとプラン）策定 
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平成 19年 

（2007年） 

 ○パートタイム労働法の改正

（2007 年一部施行 2008 年施

行） 

○「配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護に関する法律」

（ＤＶ防止法改正）・（2008 年

施行） 

○「仕事と生活の調和（ワークラ

イフバランス）憲章」及び「仕

事と生活の調和推進のための

行動指針」策定 

○「大阪府配偶者からの暴力防止及び

被害者支援ネットワーク」設置 

●「泉佐野市男女共同参画すいしん計

画 進捗状況」作成 

●「改訂 泉佐野市男女共同参画すい

しん計画 実施計画」（改訂人ひとプ

ラン）作成 

平成 20年 

（2008年） 

 ○児童福祉法・次世代育成支援対

策推進法の改正（2009 年施行 

他） 

○「企業で働く女性のためのロールモ

デルバンク事業」創設 

●「改訂 泉佐野市男女共同参画すい

しん計画 進捗状況・実施計画」（改

訂 人ひとプラン）作成 

平成 21年 

（2009年） 

○女子差別撤廃委員会 女子差別

撤廃条約実施状況第６回報告審

議 

○第６回報告に対する女子差別撤

廃委員会最終見解 

○男女共同参画シンボルマーク

決定 

○「育児・介護休業法」の改正

（2010年施行年 他） 

○「大阪府立女性総合センター（ドー

ンセンター）を「大阪府立男女共同

参画・青尐年センター（ドーンセン

ター）に改称 

○「大阪府配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護に関する基本計画」

の改定 

●「改訂 泉佐野市男女共同参画すい

しん計画 進捗状況・実施計画」（改

訂 人ひとプラン）作成 

平成 22年 

（2010年） 

○国連「北京+15」世界閣僚級会合

（第 54 回国際婦人の地位委員

会）をニューヨークの国連本部

にて開催 

○男女共同参画会議 

「第３次男女共同参画基本計

画策定に当たっての基本的な

考え方」答申 

○「第３次男女共同参画基本計

画」策定 

●「改訂 泉佐野市男女共同参画すい

しん計画 進捗状況・実施計画」（改

訂 人ひとプラン）作成 

●「泉佐野市男女共同参画市民意識調

査」実施 

●「泉佐野市部落差別撤廃人権擁護審

議会 第 2 次泉佐野市男女共同参画

すいしん計画策定部会」を設置 

平成 23年 

（2011年） 

 

 

 ●「男女が元気でいきいき働く職場づ

くり」についての事業所アンケート

調査実施 

●「第２次いずみさの男女共同参画行

動計画」策定 

○「おおさか男女共同参画プラン

(2011-2015)」について 

○「大阪府男女共同参画計画（おおさ

か男女共同参画プラン）（改訂版）」

策定 

○「大阪府配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護に関する基本計画」

の改定（2012-2016） 
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３ 計画の位置づけ 

この計画は、「男女共同参画社会基本法」に基づき、「第４次泉佐野市総合計画 （平

成 21年（2009年）～30年（2018 年））」を上位計画として他の関連計画との整合性を

図りながら、国の「第３次男女共同参画基本計画」や大阪府における「おおさか男女

共同参画プラン」、平成 22年（2010年）度実施の「泉佐野市男女共同参画に関する市

民意識調査」、平成 23年（2011年）度実施の「泉佐野市男女共同参画に関する事業所

アンケート調査」の結果を踏まえ策定するものです。 

また、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（ＤＶ 防止法）」

が平成 19年（2007 年）に改正され、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する基本的な計画（ＤＶ 防止基本計画）」を定めることが、市町村の努力義務とされ

たことにより、この計画の一部をＤＶ防止法第二条の三第３項に基づく「市町村基本

計画」として位置づけ、本市のＤＶ 防止基本計画とすることにしました。 

 

 

（計画のイメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２次いずみさの男女共同参画行動計画 

（泉佐野市ＤＶ防止基本計画） 

連
携 

大阪府配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護に関する基本計画 

第４次泉佐野市総合計画 

分野別計画 

 

第３次男女共同参画基本計画 

おおさか男女共同参画プラン 

男女共同参画社会基本法 
配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護に関する法律 

(配偶者暴力防止法) 

配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する基本的な計画（Ｄ

Ｖ 防止基本計画） 
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４ 計画期間 

本計画の期間は、平成 24年（2012年）度から平成 33年（2021 年）度までの 10年

間です。社会状況の変化に柔軟に対応するため、必要に応じて見直しを行います。 

 

 

５ 計画の基本的な考え方 

（１）計画のめざす姿および基本理念 

この計画は、男性も女性もすべての個人が、喜びも責任も分かち合い、その能力・

個性を十分発揮することができる男女共同参画社会の実現を目的として、以下の５

つの基本理念に基づき、女性にとっても男性にとっても生きやすい社会づくりをめ

ざします。 
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 【めざす姿】 

 

男女の人権を尊重する男女共同参画社会の実現 
 

【基本理念】 

（1）一人ひとりの人権の尊重 

性別にかかわりなく、個人としての尊厳が重んじられること、直接的、間接的に

かかわらず差別的な扱いを受けないこと、すべての人が個人として能力や個性を

発揮できる機会が確保されること、そして、あらゆる暴力が根絶されることが必

要です。 

 

（2） 社会における制度や慣行についての配慮 

学校等における男女平等教育や生涯学習の充実、啓発活動を通じて、すべての市

民がさまざまな活動にいきいきと参加・参画できるよう、固定的役割分担意識を

前提とした制度や慣習、意識を見直すことが重要です。 

 

（3） 政策等の立案および決定への共同参画 

男女が、社会の対等な構成員として、市や民間の団体における方針の立案および

決定について共同して参画できる機会を確保されることが必要です。 

 

（4） 家庭生活における活動と他の活動との両立 

男女が相互の協力と地域や社会の支援を受けながら、家事、育児、介護その他の

家庭生活と、職業生活、地域活動、生涯学習等を両立できるようにすることが必

要です。 

 

（5） 男女の互いの性の尊重と生涯にわたる健康への配慮 

男女が、それぞれの身体的な特徴についての理解を深め、妊娠、出産等に関する

事項について互いの意思を尊重するとともに、生涯にわたり心身ともに健康的な

生活がおくれるよう配慮されることが必要です。 

 

（6） 国際的視野の下での共同参画 

男女共同参画の推進は、国際社会における取組みと密接な関係性があります。日

本の文化、社会の状況等にも配慮しつつ、国際的な概念や考え方を重視し、国際

的な協調を図ることが必要です。 

 

 （7） 市民と行政とのパートナーシップによる男女共同参画の推進 

男女共同参画社会の形成の促進には、市民や市民活動団体、事業者、教育関係者

との協働が欠かせません。情報の提供やその他の必要な措置を講ずるよう努めま

す。 

 

 



26 

 

（２）重点的に取り組む課題 

この計画の実効性を高めるために重点施策を設定して取組みを推進していきます。 

 

①  男性にとっての男女共同参画の推進  

男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、個性と能力を発揮する

ことのできる男女共同参画社会の実現は、女性にとっても男性にとっても生きや

すい社会をつくることです。しかし、固定的な性別役割分担意識は、男性により

強く残っている現状があります。男性自身が「男らしさ」や「男はこうあらねば

ならない」という意識にとらわれ、男性の家庭や地域活動への参画の障壁となっ

ているばかりか、心身の健康を損なう要因にもなっています。 

男性の意識変革や家庭・地域への参画を促す施策、心身の健康づくりなど総合

的な施策を展開することが重要です。男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も

分かち合い、個性と能力を発揮することのできる男女共同参画社会の形成は、日

本の社会にとっても、男性にとっても重要です。 

 

 

②  子どもにとっての男女共同参画の推進 

平成 20年（2008年）秋の世界規模の金融危機以降、経済は回復の兆しがみえ

ず、非正規労働者が増加しています。特に女性においては、２人に１人が非正規

労働者で、国の男女共同参画施策においてもこうした困難を抱える人への対応や

雇用・セーフティネットの構築について言及しています。 

貧困を次世代に引き継がないという思いから、家庭や地域における男女共同参

画を進め、女性を含む就労困難者が就労することができ、働き続けられるような

男女共同参画施策を推進します。 

また、未来を担う子どもたちが、大人の固定的な性別役割分担意識や、そこか

ら生まれる性差別意識などを受け継ぐことのない、男女共同参画を正しく理解し、

自然に実践できる大人に育っていくよう、学校や家庭での教育を進めていかなけ

ればなりません。 

さらに、さまざまな情報や誘惑が氾濫する現代社会で、子どもたちが心身とも

に健やかに成長することができるよう、食育や健康、性に関する正しい理解を促

進する必要があります。配偶者からの暴力の中で、直接的な暴力を受けたり、暴

力を目撃したりする子どもや、性犯罪の被害を受けている子どもなどが顕在化し

ています。子どもたちが、安全で安心して暮らせるよう、また、自己肯定感を育

むことができるよう、家庭や学校、地域での取組みを推進するとともに、社会全

体で子どもたちを支える環境づくりを進めます。 

 

 

③  実効性のある積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の推進 

将来にわたり、活力ある社会を維持していくためには、多様な人材を活用し、

新たな発想を取り入れていくことが重要です。 

しかしながら、固定的な性別役割分担意識が根強く残っている中では、女性の
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意見が政策方針決定過程に反映されているとはいえないのが現状です。 

たとえば、市内のある町内会では、女性が会長になれるように会則を変更した

例があります。こうした先進事例を収集し、公表するとともに、市役所をはじめ

として、市内事業所や地域団体などで、男女が対等に活動に参画できるよう、女

性に積極的に機会を提供するポジティブ・アクションを推進していきます。  

「男女共同参画社会基本法」平成 11 年（1999 年）６月施行では、国の責務とし

てポジティブ・アクションをとることを明記しています。また、「改正男女雇用均

等法」平成 19 年（2007 年）４月施行第８条では、男女格差が生じている場合の

女性管理職登用拡大などのポジティブ・アクション推進は、女性優遇にはあたら

ないとしています。 

 

④  パートナーシップの推進 

障害のある人、高齢者、外国人、性的マイノリティの人など個々人により生活

上の課題はさまざまですが、性別にとらわれることなく、男女一人ひとりの多様

な生き方を尊重し、いきいきと暮らすことができる男女共同参画社会の実現のた

めには、行政の取組みだけではなく、地域団体、市民活動団体、事業者、教育機

関などさまざまな立場の人々とのパートナーシップをもって連携・協働した地域

づくりに取組むことが重要です。 

本市の男女共同参画推進の拠点である「いずみさの女性センター」の機能（男

女共同参画に関する情報の収集・提供、啓発講座の実施、相談、市民グループと

の協働、人材育成等）を充実させ、より多くの市民が集い、交流できるよう、さ

まざまな立場の人々と連携・協働していきます。 

 

⑤  ＤＶ対策の推進 

ＤＶ、セクハラ等は人権侵害であると認識し、これらの暴力を許さない社会づ

くりに向けた啓発に努めます。特にＤＶは緊急かつ重大な社会問題であり、広範

な対応が必要なことを踏まえ、平成 22 年に関係機関で構成する「ＤＶ相談担当

者連絡会議」を設置するとともに、ＤＶ相談の連携や防止・啓発に関する学習機

会の提供を図っています。また、大阪府の女性相談センターや大阪府子ども家庭

センター等と連携して被害者の相談・支援を行っているところです。 

しかし、市で実施している女性相談等でのＤＶに関する相談や緊急一時保護の

件数は増加傾向にあり、今後一層の施策の充実が望まれています。この計画策定

を機に、関係機関と連携強化を図るとともに、高齢者虐待や児童虐待を含めた防

止対策、ＤＶ被害者に対する相談、保護、自立などについて総合的な支援を行い

ます。 

 

⑥  計画の実効性を高めるための数値目標の設定 

男女共同参画に関する施策は多岐にわたるため、市役所内の連携が重要になり

ます。計画の実効性を高め、総合的に推進していくために、施策の実施状況等を

毎年取りまとめて進行管理を行います。そのために、基本目標ごとに数値目標を

設けて、各年の状況を把握し、公表します。 

 

南さま 

実態を盛り込みたいのですが、お聞

きしていないことも多く、限界があ

ります。申し訳ありませんが、、加

筆修正をお願いいたします。 
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第２章 計画について 
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１ 計画の体系 

 

めざす姿  男女の人権を尊重する男女共同参画社会の実現 

 

 

計画の基本理念  （1） 互いの人権の尊重 

(2） 男性にとって・子どもにとっての男女共同参画 

                 （3） 自立し安定した生活の確保にかかる男女共同参画の推進 

                （4） 男女の生涯にわたる健康の確保についての配慮 

                （5） 市民と行政とのパートナーシップによる男女共同参画の推進 

 

 

 基本目標 

 

 

  基本課題 具体的施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①あらゆる広報媒体を有効に活用した啓発の実施 

②啓発資料、啓発プログラムの作成および活用 

③男女共同参画社会の実現をめざした啓発・研修事業

の実施 

１ 意識改革のための

広報・啓発活動の

充実 

Ⅰ 男女共同参画社会を実現するための意識改革 

２ 教育における男女

平等教育の推進 

①保育所（園）・幼稚園・小中校における男女平等教育

の推進 

②保育関係者・教職員を中心にした男女平等教育の実

現に向けた啓発・研修・情報交換の場の拡充 

③男女共同参画の視点による家庭教育の重要性につい

ての保護者向けの啓発・学習機会の提供 

④教育相談等における人権尊重、男女共同参画の視点

に立った助言・支援 

⑤男女共同参画の視点に立ったキャリア教育の推進 

①男女共同参画を推進するための職員に対する啓発・

研修の拡充 

②男女共同参画の職場づくりを実現するための管理職

に対する啓発・研修の拡充 

③男女が対等なパートナーとして働ける環境づくり 

３ 市職員の男女共同

参画意識の向上 

南さま 

試行錯誤しましたが、どうしても見開

きでＡ３の１枚には納まりきれませ

ん。 

みやすいよう、枠を作ってつなげるよ

うにはしました。ご検討ください。 
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  基本課題 具体的施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本目標 

 

 

  基本課題 具体的施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①女性のチャレンジに関する情報や学習機会の提供 

②男性のチャレンジに関する情報や学習機会の提供 

③子どもや若者のための学習や体験活動の推進 

４ 多様な選択を可能

にする生涯学習の

推進 

①市の広報、発行物等におけるガイドラインの活用推進 

②情報教育の推進 

５ メディアにおける

人権の尊重 

①男女共同参画に関する法令、国、大阪府などの他自

治体、海外の情報、図書、資料の収集及び情報提供

の充実 

②図書館の活用や他の男女共同参画センター等との情

報共有および連携の推進 

③男女別データの収集等、男女共同参画に関するデー

タの収集および調査 

６ 男女共同参画に関

わる調査・研究と

情報収集・提供 

①審議会等における男女共同参画の推進 

②企業、地域団体等における女性の参画促進 

③市職員・教職員における管理職への女性の登用推進 

１ 積極的改善措置

（ポジティブ・ア

クション）の強化 

①積極的改善措置(ポジティブ・アクション)に関する

情報と学習機会の提供 

②企業や市役所における男女の職域拡大 

③公契約における男女共同参画の積極的改善措置(ポ

ジティブ・アクション)の推進 

２ 女性の参画拡大の

ための環境整備 

Ⅱ 政策方針決定過程への女性の参画 
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 基本目標 

 

 

  基本課題 具体的施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本目標 

 

 

  基本課題 具体的施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①職場の男女平等を推進する事業所の取組みの支援 

②事業所や男女労働者等への職場の男女平等について

の啓発・学習機会の提供 

③多様な働き方における就業条件の整備 

１ 雇用の場における

男女平等の促進 

①女性リーダーの発掘と育成支援 

②地域団体や市民活動団体との連携による男女共同参

画の必要性の啓発・学習機会の提供 

２ 地域の活動におけ

る男女共同参画の

促進 

①男女共同参画や多様な視点を取り入れた防災・復興

体制の確立 

②防災・防犯分野への女性の参画拡大 

３ 防災・防犯等にお

ける男女共同参画

の推進 

①仕事と生活のバランスのとれたライフスタイルにつ

いての啓発 

１ 仕事と生活の調和

（ワーク・ライ

フ・バランス）と

いう考え方の周知 

２ 子育て、介護支援

の拡充 

３ 男性にとっての男

女共同参画の推進 

①育児・介護休業の普及促進 

②社会資源に関する情報提供の拡充 

③子育てや介護に関するサービスの充実 

①長時間労働の見直し等、仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）を実現するための啓発・学習機

会の提供 

②男性相談に関する情報提供と体制の整備 

③男性のネットワーク支援 

Ⅲ あらゆる分野への男女共同参画 

Ⅳ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現 
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 基本目標 

 

 

  基本課題 具体的施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本目標 

 

 

  基本課題 具体的施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①社会福祉協議会・小地域ネットワークとの連携 

②男女高齢者や障害のある男女の視点やニーズに沿っ

た生活自立のための支援 

③外国人女性が安心して暮らせるための生活支援に関

する情報提供の充実 

 

１ 高齢者、障害のあ

る人、外国人等が

安心して暮らせる

環境の整備 

２ ひとり親家庭への

支援 

３ 総合相談機能の 

充実 

①ひとり親家庭への経済自立や生活自立に向けた支援

および子育て支援の充実 

②ひとり親家庭等の当事者グループの育成と支援 

①泉佐野市相談事業連絡会議の充実 

②相談事業の周知と利用の推進 

③さまざまな相談機関において相談に携わる相談員が

男女共同参画の視点等への理解を深めるための研修

の充実 

①リプロダクティブ・ヘルス／ライツという概念の周

知並びに学習機会の充実 

②性の多様性に対する配慮 

１ リプロダクティ

ブ・ヘルス／ライ

ツ（性と生殖に関

する健康と権利）

の理解の推進 

２ 生涯を通じた男女

の健康の保持・増

進のための支援 

①性差に応じた健康管理の充実 

②健康を脅かす要因に関する情報提供、学習機会の充

実 

③学校などにおける性教育の充実 

④メンタルヘルスの充実 

Ⅴ 自立と参加・参画を支える社会環境の整備 

Ⅵ 男女の生涯を通じた健康・保持支援 
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 基本目標 

 

 

  基本課題 具体的施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①女性に対する暴力を許さない社会風土の醸成 

②女性に対する暴力予防のための学習機会の充実 

③男女雇用機会均等法、ストーカー規制法、高齢者虐

待防止法、児童虐待防止法、ＤＶ防止法等、法律の

周知と学習機会の提供 

１ あらゆる暴力を許

さない社会気運の

醸成 

２ あらゆる暴力への

対策の推進 

３ 配偶者等からの暴

力の防止および被

害者支援等の推進 

①性犯罪への対策の推進 

②相談しやすい体制の整備と適切な情報提供 

③子ども、高齢者、障害のある人、外国人の被害者へ

の配慮 

④男女共同参画の視点を踏まえた適切な対応のための

研修の充実 
①ＤＶ被害の防止と早期発見の仕組みづくり 

②安心して相談できる体制の充実 

③被害者の安全確保の徹底と連携の強化 

④生活基盤を整えるための中・長期的な支援の充実 

Ⅶ あらゆる暴力の根絶 
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２ 計画の内容 

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会を実現するための意識改革 

人口減尐および尐子高齢化の進行が著しい中で、将来にわたって、真に豊かな暮らしを

続けるためには、男女が対等なパートナーとして社会のさまざまな分野に参画していくこ

とが重要です。 

しかし、平成22年（2010年）度に実施した「泉佐野市男女共同参画市民意識調査」の結

果からもわかるように、性別に基づく固定的な性別役割分担意識は根強く、男女共同参画

社会の実現の障害となっています。 

人々の意識の中に長い時間をかけて形作られてきたこうした意識であることから、一朝

一夕に払拭できるものではありませんが、意識変革を進めるためのこれまで以上の広報・

啓発活動や、各種の調査・研究、情報の収集・提供に努めます。特に、男性や若者世代、

企業に対して、男女共同参画の考え方を定着させるための取組みを積極的に展開します。 

また、固定的な性別役割分担意識の解消や男女がともに多様な生き方を選択できる男女

共同参画社会の実現には、教育・学習の果たす役割は重要です。 

老若男女が、家庭や学校、地域において、男女共同参画の考え方やそれに基づいた多様

な学習や体験、成果の発表の機会などを享受できるよう施策を充実します。 

 メディアは、男女共同参画に関する正しい理解を広め、固定的な性別役割分担意識を解

消していくことのできる有効な手段です。多様なメディアを活用するとともに、その一方

で、女性や子どもを性的ないしは暴力行為の対象としてとらえるようなメディアに対して

は、批判的にとらえることができるような能力（メディア・リテラシー）を育成します。 

 

 

基本課題１ 意識改革のための広報・啓発活動の充実 
具体的施策 具体的施策の内容 担当課 

①あらゆる広報媒体を有効に活

用した啓発の実施 

男女共同参画についての考え方を正しく理解し、それぞ

れの立場で推進していけるよう、「男女共同参画週間」

「男女雇用機会均等月間」「人権週間」等の多様な機会

を活用した広報・啓発活動を展開します 

人権推進課 

②啓発資料、啓発プログラムの

作成および活用 

男女共同参画の視点を社会のすみずみに届けるための

啓発資料や啓発プログラムの作成を進め、それを活用し

た研修やセミナー、出前講座などを提供する機会を積極

的に作っていきます。特に、方針決定過程に参画してい

る立場の人や男性、次代を担う子どもたちを対象にした

ものに力を入れていきます 

人権推進課 

③男女共同参画社会の実現を

めざした啓発事業の実施 

男性や若者世代など、これまで男女共同参画の考え方

が浸透しにくかった対象に向けての啓発事業を展開しま

す 

人権推進課 
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基本課題２ 教育における男女平等教育の推進 
具体的施策 具体的施策の内容 担当課 

①保育所（園）・幼稚園・小中校

における男女平等教育の推

進 

子どもたち一人ひとりが、思いやりと自立の意識を育める

よう、学習指導要領等に基づいて、社会科、家庭科、道

徳、特別活動等、学校教育全体を通じて指導していきま

す。また、保育所（園）・幼稚園・小中学校における「かく

れたカリキュラム」を見直します。 

発達段階に応じて、人権の尊重や男女の平等、男女が

家族の一員として協力して家庭を築くことの重要性等に

ついて学べるよう、指導を充実します。 

人権教育室 

学校教育課 

子育て支援課 

人権推進課 

②保育関係者・教職員を中心に

した男女平等教育の実現に

向けた啓発・研修・情報交換

の場の拡充 

保育・教育に携わる者が、男女共同参画の理念を理解

し、男女共同参画を推進することができるよう、意識啓発

や研修の取組みを充実します 

人権教育室 

学校教育課 

子育て支援課 

人権推進課 

③男女共同参画の視点による

家庭教育の重要性について

の保護者向けの啓発・学習機

会の提供 

男女が相互の人格を尊重し、相手の立場を理解し助け

合うような人間形成を図るため、子育て中の親やこれから

親となる者等を対象とした家庭教育に関する学習機会を

提供します。特に、家庭教育における男性の参画の重

要性についての啓発や学習機会を積極的に提供すると

ともに、家庭教育に関する活動を地域で担う人材の育成

を充実します 

人権教育室 

学校教育課 

子育て支援課 

社会教育課 

人権推進課 

④教育相談等における人権尊

重、男女共同参画の視点に

立った助言・支援 

教育相談等において人権尊重、男女共同参画の視点に

立った助言・援助をします 

人権教育室 

学校教育課 

子育て支援課 

人権推進課 

⑤男女共同参画の視点に立っ

たキャリア教育の推進 

男女共同参画の視点をキャリア教育に活かし、性別によ

る固定的な考え方にとらわれない進路指導等の推進 

人権教育室 

学校教育課 

子育て支援課 

人権推進課 

 

かくれたカリキュラム 

ジェンダーや固定的な男女の性別役割分担意識を学校教育・生活の中で無意識のうちに児童・生徒

に伝達しているものをいう。学習活動の場面での教師の考え方や何気ない言葉・動作、学校行事に

おける男女の役割分担、男子が先に並ぶ男女別名簿などがあげられる。 

 

キャリア教育 

進学や就職に焦点を絞らず、主体的に自己の進路を選択・決定できる能力や勤労観、職業観を育み、

社会人・職業人として自立していくために必要な能力や態度を身につけること。 

 

用語の説明 
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基本課題３ 市職員の男女共同参画意識の向上 

具体的施策 具体的施策の内容 担当課 

①男女共同参画を推進するた

めの職員に対する啓発・研修

の拡充 

すべての市民が住んで良かった、これからも住み続けた

いと思える泉佐野市を実現するためには、多様な視点が

重要であることや、男女共同参画社会を実現するために

はその施策を担う職員自身が男女共同参画についての

正しい認識をもつことが必要であるという観点に立った啓

発や研修を拡充します 

人事課 

②男女共同参画の職場づくり

を実現するための管理職に

対する啓発・研修の拡充 

管理職が職員に与える影響は、市政に与える影響でも

あることから、すべての管理職が男女共同参画の意義に

ついて正しく理解し、男女共同参画施策を市役所全体

で取り組めるよう、啓発や研修の機会を充実します 

人事課 

③男女が対等なパートナーとし

て働ける環境づくり 

性別による職務の偏りやセクシュアル・ハラスメントなどを

点検し、男女が職場のパートナーとして人格を尊重し、

いきいきと働くことのできる職場づくりを進めます 

全部局 

 

基本課題４ 多様な選択を可能にする生涯学習の推進 
具体的施策 具体的施策の内容 担当課 

①女性のチャレンジに関する情

報や学習機会の提供 

社会活動や再就労、キャリアアップなど、女性のさまざま

なチャレンジに関する情報収集・提供と学習機会の提供

を充実します 

商工労働観光課

社会教育課 

子育て支援課 

生涯学習センター 

人権推進課 

②男性のチャレンジに関する情

報や学習機会の提供 

家事、育児、介護や地域での活動などに参画できるよ

う、ロールモデルの紹介や生活能力アップのためのセミ

ナーの開催、当事者グループの育成などを推進します 

社会教育課 

子育て支援課 

高齢介護課 

生涯学習センター 

保健センター 

人権推進課 

 

セクシュアル・ハラスメント 

性的いやがらせのことをいう。相手の意に反した性的な性質の言動で、身体への不必要な接触、性

的関係の強要、性的なうわさの流布、人目にふれる場所へのわいせつな写真やポスターの掲示など

が含まれる。立場を利用したり、性差別の上に成り立っていることが多く、雇用の場のみならず、

近年では、学校や地域においても問題となっており、権力や力関係のある場面ではどこでも起こり

うることが認識されるようになった。 

 

ロールモデル 

将来像を描いたり、自分のキャリア形成を考える際に参考する役割モデルをいいます。 

「女性のチャレンジ支援策について」（平成 15 年４月男女共同参画会議意見）では、一人ひとりが

具体的に自分にあったチャレンジをイメージし選択できるよう、身近なモデル事例を提示する重要

性が指摘されている。 

用語の説明 
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具体的施策 具体的施策の内容 担当課 

③子どもや若者のための学習や

体験活動の推進 

職業観・勤労観、職業に関する基礎的・基本的な知識・

技能を身につけ、自己の進路を主体的に選択・決定す

ることができるよう、小・中学校において発達段階に応じ

たキャリア教育を行います。また、子どもや若者が地域の

中でさまざまな体験的学習ができるよう、民間活動グル

ープなどと連携しながら活動機会を提供します 

社会教育課 

生涯学習センター 

政策推進課 

青尐年課 

商工労働観光課 

学校教育課 

人権教育室 

人権推進課 

 
基本課題５ メディアにおける人権の尊重 

具体的施策 具体的施策の内容 担当課 

①市の広報、発行物等における

ガイドラインの活用推進 

人権やジェンダーの視点を踏まえた広報や発行物を提

供できるよう、表現ガイドラインの活用を促します 

市民協働課 

人権推進課 

②情報教育の推進 

学校教育や社会教育の中で、情報格差の是正と高度情
報社会に対応できるよう、情報処理・情報発信能力をつ
けるとともに、情報を主体的に収集・判断等できる能力
（メディア・リテラシー）を育みます 

社会教育課 

青尐年課 

市民協働課 

商工労働観光課

人権推進課 

 
基本課題６ 男女共同参画に関わる調査・研究と情報収集・提供 

具体的施策 具体的施策の内容 担当課 

① 男女共同参画に関する法

令、国、大阪府などの他自

治体、海外の情報、図書、

資料の収集及び情報提供

の充実 

わが国の男女共同参画施策が国連を始めとする国際的

な女性の地位向上にかかる動きと連動して進んできたこ

とを踏まえ国内外の男女共同参画に関する情報を収集

するとともに、効果的な発信による情報提供を充実しま

す 

図書歴史課 

人権教育室 

学校教育課 

社会教育課 

人権推進課 

② 図書館の活用や他市男女

共同参画センター等との

情報共有および連携の推

進 

「男女共同参画週間」などの機会をとらえて、特別展示コ

ーナーを設置するなど、男女共同参画の浸透のための

役割を積極的に果たします 

図書歴史課 

人権教育室 

学校教育課 

社会教育課 

人権推進課 

③男女別データの収集等、男

女共同参画に関するデータ

の収集および調査 

男女の実情やニーズを的確に把握し、施策に反映させ

るために、各種市民意識調査を実施するとともに、男女

間格差や不平等の実態を客観的に把握するために、各

種意識調査の結果や統計データなどの男女別のデータ

を充実し、公表します 

図書歴史課 

人権教育室 

学校教育課 

社会教育課 

人権推進課 
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■計画推進の指標 

 指標名 現状値 目標値(H28) 

１ 
「社会全体」で「男女が平等になっている」と
感じている人の割合 

女性 11.9％ 
男性 17.6％
（H22） 

男女とも 50％ 

２ 
学校教育の中で、男女平等・男女共同参画に関

する授業を実施した回数 

41回/年 

（Ｈ22） 
50回/年 

３ 
人権推進課主催の地域団体・事業所への、男女

共同参画に関する研修を実施した回数 

6回/年 

（Ｈ22） 
20回/年 

４ 

人権推進課主催の男女共同参画をテーマにした

講座（ワイワイおしゃべりフェスティバル・人

ひとセミナー・人権研究集会）やセミナーへの

男性参加者割合 

33.1％ 

（Ｈ22） 
50％ 

５ いずみさの女性センターの登録グループ数 
8グループ 

（Ｈ23） 
15グループ 
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泉佐野市(課長以上)

基本目標Ⅱ 政策方針決定過程への女性の参画 

現在、泉佐野市の女性は、人口の半分、労働力人口の約40％を占め、また、地域活動な

どの分野での活動も担っています。しかし、これらの分野における政策方針決定過程への

女性の参画は極めて低調であり、早急に解決すべき重要課題です。 

企業、団体、地域等が、将来にわたって持続可能で多様性に富んだ繁栄を続けるために

は、多様な人材の能力の活用が不可欠という観点に立って、多様な女性の能力の発揮の必

要性についての認識を醸成します。 

また、男女がともに政策方針決定過程に参画し、責任を担い、均等に利益を享受するこ

とができるよう、具体的な数値目標と期限を設定することによって実効性のある、多様な

ポジティブ・アクションを検討し、推進します。 

 

図Ⅱ-1 公務員管理監督職における女性職員の比率の推移 （国、大阪府、泉佐野市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：内閣府男女共同参画局、大阪府人事課、泉佐野市人事課調べ 

 

図Ⅱ-2 小中学校における校長・教頭の女性比率の推移(大阪府・泉佐野市) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：大阪府総務部統計課「大阪の学校統計」 
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表Ⅱ-1 泉佐野市役所職員の職級別・女性比率の推移（泉佐野市）               各年4月1日現在 

    平成 17年 18年 19年 20年 21年 22年 

全職員 全体（人） 1,381 1,364 1,347 1,343 1,337 1,339 

男性（人） 779 770 762 764 756 743 

女性（人） 602 594 585 579 581 596 

女性比率（％） 43.6% 43.5% 43.4% 43.1% 43.5% 44.5 

一般職 全体（人） 442 434 431 421 408 395 

男性（人） 328 321 317 315 304 288 

女性（人） 114 113 114 106 104 107 

女性比率（％） 25.8% 26.0% 26.5% 25.2% 25.5% 27.1 

部長・課長
課長代理
級 

全体（人） 148 148 146 140 134 131 

男性（人） 144 144 141 134 127 124 

女性（人） 4 4 5 6 7 7 

女性比率（％） 2.7% 2.7% 3.4% 4.3% 5.2% 5.3 

部長級 
・課長級 

全体（人） 大阪府 
知事部局 
（平成22年） 

4，957   泉佐野市 
（平成22年） 

67 

男性（人） 4，554  66 

女性（人） 403  1 

女性比率（％） 8.1%  1.5% 

資料：泉佐野市人事課調べ 

 

表Ⅱ-2  地域活動等における女性比率の推移（泉佐野市） 

団体名 平成 17年 18年 19年 20年 21年 22年 

小学校のＰＴＡ 13 13 13 13 13 13 

うち女性が代表者 0 4 0 3 2 6 

女性の比率 0.0% 30.8% 0.0% 23.1% 15.4% 46.2% 

中学校のＰＴＡ 5 5 5 5 5 5 

うち女性が代表者 1 0 2 1 2 1 

女性の比率 20.0% 0.0% 40.0% 20.2% 40.0% 20.0% 

子ども会・育成会 67 65 64 61 59 59 

うち女性が代表者 15 13 15 15 16 18 

女性の比率 22.4% 20.0% 23.4% 24.6% 27.1% 30.5% 

高齢者団体の支部数 66 66 66 66 65 56 

うち女性が代表者 3 3 5 7 9 8 

女性の比率 4.5% 4.5% 7.6% 10.6% 13.8% 14.3% 

自治会長の総数 79 79 79 80 80 80 

うち女性が代表者 2 0 0 1 2 2 

女性の比率 2.5% 0.0% 0.0% 1.3% 2.5% 2.5% 
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基本課題１ 積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の強化 

具体的施策 具体的施策の内容 担当課 

①審議会等における男女共同

参画の推進 

審議会等委員の女性登用を進めるために、「審議会等

への女性参画推進の指針」を策定するとともに、公募の

活用等によって女性が委員に選任されやすい条件整備

を行います 

全部局 

②企業、地域団体等における女

性の参画促進 

企業や地域の活動団体などに対して積極的改善措置

（ポジティブ・アクション）についての啓発や情報提供、研

修を推進します 

商工労働観光課 

市民協働課 

人権推進課 

③市職員・教職員における管理

職への女性の登用推進 

市職員や教職員の管理職への女性の登用についての

施策を進めます 
人事課 

 

基本課題２ 女性の参画拡大のための環境整備 
具体的施策 具体的施策の内容 担当課 

①積極的改善措置(ポジティブ・

アクション)に関する情報と学

習機会の提供 

企業や地域活動団体、市職員などに対して積極的改善

措置（ポジティブ・アクション）の意義について正しく理解

するための情報提供と学習機会の提供をします 

市民協働課 

生涯学習センター 

人権推進課 

政策推進課 

人事課 

②企業や市役所における男女

の職域拡大 
職域が男女のどちらかに偏ることがないよう配慮します 

人事課 

商工労働観光課 

政策推進課 

③公契約における男女共同参

画の積極的改善措置(ポジテ

ィブ・アクション)の推進 

企業における男女共同参画、仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）、介護や子育て支援などの取組みを

促すという観点から、入札等の業務選考の際に取組み

の推進を企業の評価項目のひとつとするしくみを検討し

ます 

全部局 

 

 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス） 

「仕事と生活の調和」と訳され、老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発等、

さまざまな活動について自ら希望するバランスで展開できる状態のことをいう。 

用語の説明 
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■計画推進の指標 

 指標名 現状値 目標値(H28) 

６ 
市における審議会等の女性委員の割合 
（※１）男女いずれか一方の委員が４割未満とならない状

態をめざします。 

18.9％ 

（Ｈ21.4.1） 
40％（※１） 

７ 
市（一般行政職）における女性の管理職（課長

級・部長級）の割合 

1.5％ 

（Ｈ22.4.1） 

5％ 

（Ｈ28） 

８ 自治会長の女性の比率 
2.5％ 

（H22） 
10％ 
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基本目標Ⅲ あらゆる分野への男女共同参画 

就労は生活の経済的基盤であり、人間としての基本的権利でもあります。また、働きたい

人が性別に関わりなくその能力を十分に発揮することができる社会づくりは、ダイバーシテ

ィの推進につながり、経済社会の活力の源という点からも、極めて重要な意義があります。 

しかし、女性の就労の現状をみると、パートタイム労働などの非正規雇用の増加、男女間の賃

金格差、Ｍ字カーブ問題などがあり、女性が貧困に陥りやすい背景のひとつとなっています。

Ｍ字カーブは、有配偶者の就業率の低さによるもので、Ｍ字カーブが示す問題点は、育児

が終了した後の再就職はパートタイム労働者が多いという点です。 

起業や自営業などを含めて、就労の場における男女の均等な機会と公正な待遇の確保へ

の取組みを強化するとともに、女性が働き続けることができ、暮らしていける賃金を確保

できるよう、非正規雇用における課題に取組みます。 

 「地域」は、家庭とともに人々にとって最も身近な暮らしの場であり、そこでの男女共

同参画の推進は、男女共同参画社会の実現にとって重要です。また、地域の現状からみて

も、高齢化・過疎化の進行、人間関係の希薄化や単身世帯の増加等のさまざまな変化が生

じており、男女がともに担わないと立ち行かなくなる状況となっています。 

地域における政策方針決定過程への女性の参画を拡大するとともに、防災など、これま

で特定の性や年齢層で担われている分野への男女双方の参画を推進します。 

 

図Ⅲ-1 年齢階級別労働力率（泉佐野市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：総務省 統計局「国勢調査」（平成 17年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダイバーシティ 

「多様性」と訳され、性別や国籍、年齢などに関わりなく、多様な個性が力を発揮し、共存できる

社会のことをダイバーシティ社会という。 

 

Ｍ字カーブ問題 

日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき、30 歳代を底辺とし、20 歳代後半と 40 歳

代前半が山になり、アルファベットのＭのような形になる。結婚や出産を機に退職し、子育てがひ

と段落すると再び就労するという特徴があるためである。 

用語の説明 
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基本課題１ 雇用の場における男女平等の促進 
具体的施策 具体的施策の内容 担当課 

①職場の男女平等を推進する

事業所の取組みの支援 

就労の場における男女平等の推進や仕事と家庭の両

立の支援など、男女共同参画の推進に積極的な取組

みを行っている企業を公募、選考の上表彰するしく

みを創設します 

商工労働観光課

人権推進課 

②事業所や男女労働者等への

職場の男女平等についての

啓発・学習機会の提供 

事業所や男女労働者等に対して、職場の男女平等を

進めることの意義について啓発活動や学習機会の提

供を推進します 

商工労働観光課 

生涯学習センター

人権推進課 

③多様な働き方における就業

条件の整備 

パートタイム労働や派遣など、どのような働き方を

選んでも格差が生まれないよう、就業条件の整備を

働きかけます 

商工労働観光課

人権推進課 

 

基本課題２ 地域の活動における男女共同参画の促進 
具体的施策 具体的施策の内容 担当課 

①女性リーダーの発掘と育成

支援 

地域活動や就労の場などで活躍する女性リーダーの

情報を収集・集積するとともに、女性のロールモデ

ルとして情報紙やセミナーなどを通して紹介してい

きます 

人権推進課 

商工労働観光課 

②地域団体や市民活動団体と

の連携による男女共同参画

の必要性の啓発・学習機会

の提供 

地域における男女共同参画を普及するため、地域団

体や市民活動団体と連携して出前講座の開催など啓

発活動や学習機会の提供を推進します。また、地域

において男女が協力しながら活動している先進事例

等を収集し、さまざまな媒体を通して提供していき

ます 

人権推進課 

青尐年課 

障害福祉総務課 

環境衛生課 

商工労働観光課 

農林水産課 

 

基本課題３ 防災・防犯等における男女共同参画の推進 
具体的施策 具体的施策の内容 担当課 

①男女共同参画や多様な視点

を取り入れた防災・復興体

制の確立 

地域防災計画や防災マニュアル等に女性や高齢者、

障害のある人、外国人、子ども、乳幼児のいる家族

等の視点が反映されるよう推進します 

市民協働課 

消防本部 

人権推進課 

②防災・防犯分野への女性の

参画拡大 

自主防災組織への女性の参加・参画を促進するととも

に、被災・復興等の緊急時に固定的な性別役割分担意

識にとらわれずに男女が協力し合えるよう、平時から

対等な関係を築くための学習機会を充実します 

市民協働課 

政策推進課 

消防本部 

人権推進課 
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■計画推進の指標 

 指標名 現状値 目標値(H28) 

９ 「いずみさの女性センター」の利用者数 

女性 2,417人 

男性 522人 

（Ｈ22） 

女性 3,000人 

男性 1,500人 

10 
女性職員の活躍推進や男女が働きやすい職場づ

くりをめざした研修の開催回数 

1回/年 

（Ｈ23） 
2回/年 

11 
「男女いきいき・元気宣言」事業者制度への登

録企業数 

2社 

(Ｈ23） 
10社 

12 市主催の労働相談会の開催回数および相談件数 
2回/年、208件 

（Ｈ23） 
5回/年、400件 
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4:47
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4:15

3:25

6:52夫が有業で妻が

無業の世帯

共働き世帯のうち

妻の週間就業時
間が35時間以上

共働き世帯 妻

妻

妻

夫

夫

夫

（時間：分）

基本目標Ⅳ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現 

男性も女性も一人ひとりの個性や能力を発揮することができる男女共同参画社会の実現

のためには、男性の育児・介護等の家庭への参画が不可欠です。近年では、男性の家庭へ

の参画意識は徐々に高まっていますが、長時間労働等により実現できない状況があります

（図Ⅳ-1）。 

長時間労働等を前提とした従来の働き方を見直し、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・

バランス）を実現することは、「Ｍ字カーブ問題」の解消や政策・方針決定過程への女性

の参画の拡大を進める上で不可欠であり、経済社会の持続可能な発展や企業の活性化につ

ながるものです。 

また、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）は、人々の健康を維持し、趣味

や学習、ボランティア活動や地域社会への参画等を通じた自己実現を可能にするとともに、

育児・介護も含め、家族が安心して暮らし、責任を果たしていく上で重要なものです。 

子育て支援策との密接な連携を図りながら、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ

ンス）の実現に向けた取組みを着実に進めていきます。 

 

図Ⅳ-1 妻の就業状態別夫と妻の仕事時間と家事関連時間（全国） 
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資料：内閣府「平成 21年版 男女共同参画白書」 

 

 

 

 

 

３次活動時間 

各個人の自由裁量で活動できる時間のこと。例えば、休養やくつろぎの時間やテレビ・ラジオ・新

聞・雑誌を見る時間など。 

用語の説明 
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基本課題１ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）という考え方
の周知 

具体的施策 具体的施策の内容 担当課 

①仕事と生活のバランスのとれ

たライフスタイルについての

啓発 

企業や男女労働者に対して、仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）とは何か、企業が取組むメリット、取

組みの進め方、取組み企業の事例紹介などを掲載した

情報リーフレットの作成や市のホームページでの情報提

供を充実します 

商工労働観光課 

人事課 

人権推進課 

 

基本課題２ 子育て、介護支援の拡充 

具体的施策 具体的施策の内容 担当課 

①育児・介護休業の普及促進 育児・介護休業法の周知徹底を図ります 

商工労働観光課 

人事課 

人権推進課 

②社会資源に関する情報提供

の拡充 

仕事と子育てや介護との両立を図るためのサービスにつ

いて情報提供を充実します 

高齢介護課 

人事課 

障害福祉総務課 

人権推進課 

③子育てや介護に関するサー

ビスの充実 

保育の施設・サービスや高齢者や病人の施設や介護サ

ービスなどを充実します 

高齢介護課 

子育て支援課 

生涯学習センター 

保健センター 

 

基本課題３ 男性にとっての男女共同参画の推進 
具体的施策 具体的施策の内容 担当課 

①長時間労働の見直し等、仕

事と生活の調和（ワーク・ライ

フ・バランス）を実現するため

の啓発・学習機会の提供 

「仕事と生活の調和推進のための行動指針」に基づき、

企業や男女労働者が仕事と生活の調和を図れるよう啓

発活動並びに学習機会の提供を充実します 

商工労働観光課 

人事課 

生涯学習センター

人権推進課 

②男性相談に関する情報提供

と体制の整備 

男性の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実

現のため、固定的な性別役割分担意識や長時間労働の

見直し、家庭や地域への参画に関する情報提供を充実

するとともに、固定的な性別役割分担意識から生まれた

生き方や家庭の問題、仕事や健康の悩みなどが気軽に

相談できる男性相談窓口を充実します 

商工労働観光課 

市民協働課 

人権推進課 

③男性のネットワーク支援 
若者、子育て中の父親、定年前後の男性、介護を担う男

性等のネットワークづくりを支援します 

商工労働観光課 

市民協働課 

人権推進課 
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■計画推進の指標 

 指標名 現状値 目標値(H28) 

13 
市主催の男性の育児・家事・介護セミナーへの

参加者数 

35人 

（Ｈ22） 
200人 

14 
「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン

ス）」の認知度 

女性 18.6％ 

男性 26.0％ 

（Ｈ22） 

男女とも 60％

以上 
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（％）

女性 男性

基本目標Ⅴ 自立と参加・参画を支える社会環境の整備 

単身世帯やひとり親世帯の増加や雇用・就業構造の変化、経済社会のグローバル化など

の中で、貧困など生活上の困難な状況が幅広い層に広がっています。相対的貧困率をみる

と、ほとんどの年齢層において男性に比べて女性の方が高く、特に高齢単身女性世帯や母

子世帯等ひとり親世帯で高くなっています（図Ⅴ-1） 

女性は男性よりも平均的に長寿であり、高齢者人口に占める女性の割合は高いため、高

齢者施策の影響は女性の方が強く受けることになります。一方、高齢男性の場合は、単身

の男性の地域における孤立化が深刻化しています。 

また、障害があること、在住外国人であること、同和問題等に加え、女性であることに

より複合的に困難な状況に置かれる場合があります。さらに、性的指向を理由として困難

な状況に置かれている場合や性同一性障害などを有する人々については、人権尊重の観点

からの配慮が必要です。 

今後も、男女共同参画の視点に立ち、さまざまな困難な状況に置かれている人々が安心

して暮らせる環境整備を進めていきます。 

さらに、生活上の困難に直面しやすい母子家庭等ひとり親家庭への支援については、さ

まざまな生活上の困難の世代間連鎖を断ち切るためにも、母親等の就業支援等の施策の充

実を図ります。 

 

図Ⅴ-1 年代別・世帯類型別相対的貧困率（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） １．厚生労働省「国民生活基礎調査」平成 19年を基に内閣府男女共同参画局「生活困難を抱える

男女に関する検討会」阿部彩委員の特別集計より作成。 

２．父子世帯は客体が尐ないため、数値の使用には注意を要する。 

３．母子世帯、父子世帯の子ども（20 歳未満）は男女別ではなく、男女合計値。 

４．高齢者のみ世帯とは、単身高齢者世帯を除く高齢者のみで構成される世帯。 

資料：総務省「就業構造基本調査」平成 19 年 
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図Ⅴ-2 世帯類型別被保護世帯数の推移（泉佐野市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：泉佐野市生活福祉課 

 

図Ⅴ-3 国籍別在住外国人の推移と国籍別割合（泉佐野市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：泉佐野市市民課 

表Ⅴ-1 外国人女性からの相談件数（泉佐野市） 

【国別】                   【内容別】 

 

 

 

 

 

 

資料：泉佐野市人権推進課 

  平成 20年 21年 22年 

中国 5  4  2  

韓国 10  11  13  

フィリピン 3  0  0  

計 18  15  15  

  平成 20年 21年 22年 

夫のＤＶ 5  6  6  

経済困窮 3  2  3  

就労 3  2  2  

在留資格 2  2  0  

離婚 2  2  2  

健康 0  0  2  

識字 1  0  0  

姑からの暴言 2  0  0  

住居 0  1  0  

南さま 

ご担当課の名称を追加してください 

（同ページ内３点お願いします） 
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図Ⅴ-4 性別・現役時代の経歴別公的年金受給額（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：厚生労働省年金局「老齢年金受給者実態調査」 

 

 

基本課題１ 高齢者、障害のある人、外国人等が安心して暮らせる環境の整備 
具体的施策 具体的施策の内容 担当課 

①社会福祉協議会・小地域ネッ

トワークとの連携 

防犯活動、高齢者の見守り、子育て支援活動などの地

域活動に、多様な年齢層の男女がともに参画し、男女共

同参画の視点を踏まえた活動が充実するよう、男女共同

参画に関する情報や学習機会の提供を行うとともに、地

域活動を行っている団体のネットワークの構築、連携を

推進します 

高齢介護課 

障害福祉総務課 

市民協働課 

人権推進課 

②男女高齢者や障害のある男

女の視点やニーズに沿った

生活自立のための支援 

個人として尊重される生活が営めるよう、男女共同参画

の視点から個々人に必要な支援が異なることに留意しな

がら、生活や経済的な自立に向けた支援を充実します 

高齢介護課 

障害福祉総務課

人権推進課 

③外国人女性が安心して暮ら

せるための生活支援に関する

情報提供の充実 

多言語による情報提供や相談体制の整備、地域での交

流の場の提供など、外国人女性やその子どもたちが安

心して暮らせるための支援並びにその情報提供を充実

します 

生活福祉課 

市民協働課 

人権推進課 
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基本課題２ ひとり親家庭への支援 
具体的施策 具体的施策の内容 担当課 

①ひとり親家庭への経済自立

や生活自立に向けた支援お

よび子育て支援の充実 

生活や子育て、就労支援等に関する情報や相談窓口に

ついての情報提供を充実するとともに、母子自立支援員

や就労相談員等が男女共同参画の視点に立ってアドバ

イスができるよう、相談担当者の研修機会を充実します 

商工労働観光課

学校教育課 

人権教育室 

子育て支援課 

人権推進課 

②ひとり親家庭等の当事者グル

ープの育成と支援 

ひとり親家庭やステップファミリー、同性家族等さまざま

な形態の家族が安心して暮らせるよう、啓発や学習機会

の提供を図ります 

学校教育課 

人権教育室 

子育て支援課 

人権推進課 

 

基本課題３ 総合相談機能の充実 

具体的施策 具体的施策の内容 担当課 

①泉佐野市相談事業連絡会議
の充実 

泉佐野市相談事業連絡会議の機能連携の充実を図ります 関係部局 

②相談事業の周知と利用の推
進 

必要な時には誰でも気軽に相談できるよう、相談事業に

関する情報提供や質の高い相談事業の提供を推進する

とともに、身近な相談の場である地域包括支援センター

や子育て支援センター等の相談支援及び連携の充実を

図ります 

人権推進課 

保健センター 

高齢介護課 

障害福祉総務課 

学校教育課 

子育て支援課 

生活福祉課 

商工労働観光課 
③さまざまな相談機関において
相談に携わる相談員が男女
共同参画の視点等への理解
を深めるための研修の充実 

さまざまな窓口で相談に従事する相談員が男女共同参

画の視点で相談にあたれるよう研修を充実します 
人権推進課 

 

 

■計画推進の指標 

 指標名 現状値 目標値(H28) 

15 相談連絡会（部会含む）の開催回数 
7回 

（Ｈ23） 
15回 

（Ｈ28） 

16 相談員への研修の開催回数 
10回 

（Ｈ23） 

20回 

（Ｈ28） 

 

 

 

 

 

 

ステップファミリー 

再婚などによって、血縁のない親子・きょうだいなどの関係を中に含んだ家族のこと。 

用語の説明 
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基本目標Ⅵ 男女の生涯を通じた健康・保持支援 

女性は妊娠や出産をする可能性もあるなど、生涯を通じて男女は異なる健康上の問題に

直面することに男女とも留意する必要があり、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」（性

と生殖に関する健康と権利）の視点が特に重要になります。 

一方、男性の場合は、過労死や更年期の問題について指摘されるようになっています。 

男女が互いの身体的性差を十分に理解し合い、人権を尊重しつつ、相手に対する思いやり

をもって生きていくことは、男女共同参画社会の形成にあたっての前提であり、自分自身

の心身の状態や健康について正確な知識・情報を知ることは、主体的に健康を享受するた

めに必要なことです。 

男女のライフステージに応じた情報提供、相談窓口や学習機会の充実を図ります。 

また、近年では、性の違いにより疾病の発生率が異なることや、同じ疾患でも治療方針

や薬の効き方などが異なることなどが明らかになっていることから、男女の性差に応じた

健康を支援するための総合的な取組みを推進します。 

 

表Ⅵ-1 子宮がんや乳がんなどの女性特有のがんの検診受診率、患者数（大阪府） 

  検診受診率 

平成 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 

子宮がん 12.4 12.8 13.3 12.6 17.7 13.9 17.8 17.8 

乳がん 8.3 8.6 9.1 7.6 12.5 7.1 9.8 10.9 

 

  罹患数 

平成 13年 14年 15年 16年 17年 

子宮がん 812 853 914 1066 1239 

乳がん 2265 2179 2257 2365 2593 

資料：受診率 厚生労働省「地域保健・老人保健事業報告」、罹患数 大阪府健康医療部「大阪府におけるが

ん登録」 

 

表Ⅵ-2 男女別年代別自殺者数（全国） 

  ～19歳 
20～29
歳 

30～39
歳 

40～49
歳 

50～59
歳 

60～69
歳 

70～79
歳 80歳～ 不詳 合計 

計 543 3,366 4,940 5,713 6,573 6,227 3,651 2,314 7 33,334 

男 329 2,356 3,377 4,279 5,024 4,377 2,251 1,171 7 23,171 

女 214 1,010 1,563 1,434 1,549 1,850 1,400 1,143   10,163 

資料：警察庁「平成 22年中における自殺の概要資料」 

 

 

 

 

 

 

 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ 

個人、特に女性が生涯にわたって、主体的に自らの体と健康の保持増進と自己決定を図ることと、そのた

めの身体的・精神的・社会的な諸権利が基本的人権として保障される考え方のこと。主な課題として、安

全な性生活や子どもをいつ何人産むか、産まないかなどについて女性が主体的に選択し、自ら決定するこ

とや、安全な妊娠・出産、子どもが健康に生まれ育つことなどがあげられる。 

用語の説明 
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基本課題１ リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と
権利）の理解の推進 

具体的施策 具体的施策の内容 担当課 

①リプロダクティブ・ヘルス／ラ

イツという概念の周知並びに

学習機会の充実 

子どもを産むか産まないか、産むとしたらいつ産むか等

を選ぶ権利や安全な妊娠と出産、子どもが健康に生ま

れ育つこと等のリプロダクティブ・ヘルス/ライツ（性と生殖

に関する女性の健康と権利）の考え方に立った自己決

定権の重要性について理解の促進とそのための学習機

会の充実を図ります 

学校教育課 

人権推進課 

②性の多様性に対する配慮 
性に関わる問題に対して、興味本位や偏見によらない理

解を深めるための教育・学習を推進します 

保健センター 

人権推進課 

学校教育課 

青尐年課 

人権教育室 

子育て支援課 

 

基本課題２ 生涯を通じた男女の健康の保持・増進のための支援 

具体的施策 具体的施策の内容 担当課 

①性差に応じた健康管理の充

実 

性差医療の重要性に関する普及啓発や性差を踏まえた

心身の健康維持支援、生活習慣病の予防のための施策

を推進します 

保健センター 

高齢介護課 

病院 

障害福祉総務課 

②健康を脅かす要因に関する

情報提供、学習機会の充実 

若い世代の人工妊娠中絶やＨＩＶ感染症を含む性感染

症、薬物乱用、喫煙、飲酒等について正しい知識を身に

つけ、適切な行動がとれるよう、情報や学習機会の提供

を充実します 

保健センター 

病院 

③学校などにおける性教育の

充実 
発達段階に応じた性教育を充実します 

学校教育課 

人権教育室 

④メンタルヘルスの充実 

職場におけるメンタルヘルス対策として、長時間労働の

抑制等に向けた働き方の見直しやパワー・ハラスメント防

止等職場における良好な人間関係の実現に向けた取組

みに対する支援、自殺防止対策等を充実します 

人権推進課 

保健センター 

高齢介護課 

病院 

国保年金課 

障害福祉総務課 

 

 

 

 

性差医療 

男女のさまざまな差異によって発生する疾患や病態、治療法が異なることを考慮しておこなう医療。 

 

メンタルヘルス 

精神面における健康のこと。心の健康、精神衛生、精神保健などとも呼ばれる。 

 

パワー・ハラスメント 

上司などがその地位と権力を利用して、部下など立場の弱い者に対して人権侵害を行ったり、達成

不可能な目標を強要するなどの嫌がらせを繰り返したりする行為。 

用語の説明 
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■計画推進の指標 

 指標名 現状値 目標値(H28) 

17 乳がん・子宮がん検診受診率 

乳がん 15.8％ 

子宮がん 28.2％ 

（Ｈ22） 

50％以上 

（Ｈ28） 

18 
女性の心とからだの健康を保つためのセミナー
開催および情報提供の回数 

10回/年 

（Ｈ23） 

20回/年 

（Ｈ28） 

19 
男性の心とからだの健康を保つためのセミナー
開催および情報提供の回数 

5回/年 

（Ｈ23） 

10回/年 

（Ｈ28） 

20 
若者向けの性感染症や望まない妊娠の回避、喫
煙、薬物依存などに関する情報提供およびセミ
ナーの開催回数 

5回/年 

（Ｈ23） 

10回/年 

（Ｈ28） 
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基本目標Ⅶ あらゆる暴力の根絶 

性犯罪やＤＶなど暴力の根絶のためには、予防と早期発見・早期対応が重要です。ま 

た、ＤＶを受けたあと、どこにも相談せず、一人で悩みを抱え込み、相談窓口が十分に 

活用されていない状況もあります。ＤＶをはじめ、児童虐待、性暴力、ストーカー行為、

人身売買等のあらゆる暴力の根絶のために暴力を許さない・見過ごさない意識を高める

とともに、被害者に寄り添った相談及び支援を行う体制づくりを進める必要があります。 

なお、ＤＶやセクシュアル・ハラスメント等の被害者の性別は限定されませんが、現 

実には女性の被害者が圧倒的に多く、そこには男女の性別による固定的な役割分担、男 

女の経済力の格差、男女の上下関係など社会構造上の問題があり、社会問題としての認 

識を浸透させる必要があります。あらゆる暴力を許さない社会風土をつくるため、小さ

いころからの人権尊重の啓発や学習を充実していきます。 

また、被害者の方の相談については、安全を第一に考慮し、さまざまな難題を伴うこ

とに十分な配慮をするとともに、暴力の形態や被害者の方の属性等に応じた対応を一緒

に考えていきます。 

 

表Ⅶ-1 大阪府警察相談窓口に寄せられた｢女性に対する暴力｣に関する相談等件数の推移（大阪府） 

  平成 

13年 
14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 

女性に対する暴力に関する

相談件数 
246 853 924 1,115 1,314 1,439 1,625 1,987 2,300 

ストーカー警告件数 119 117 145 172 89 53 55 111 92 

ストーカー禁止命令 7 3 2 2 0 0 0 3 2 

ストーカー相談件数 1,295 1,105 1,177 1,517 1,319 1,087 993 1,217 1,238 

児童買春・児童ポルノ法違反

被害者検挙人数 44 90 110 93 77 99 130 88 106 

児童買春・児童ポルノ法違反

被害児童の数 96 92 59 108 83 107 113 63 55 

売春防止法検挙件数 471 469 421 289 166 161 111 76 45 

資料：大阪府警察本部調べ 

 

表Ⅶ-2 「女性のための相談」における配偶者等の暴力に関する相談件数（累計）の推移（泉佐野市） 

 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 

相談件数 14 18 21 39 79 87 95 186 219 264 
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図Ⅶ-1 ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）の相談等件数と一時保護の状況の推移（大阪府） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：大阪府「平成 21年度版 大阪府の男女共同参画の現状と施策」 

 

基本課題１ あらゆる暴力を許さない社会気運の醸成 
具体的施策 具体的施策の内容 担当課 

①女性に対する暴力を許さない

社会風土の醸成 

女性に対するあらゆる暴力の根絶をテーマにしたフォー

ラムや講演会、講座などを開催し、女性に対する暴力を

許さない社会風土を醸成します 

消防本部 

障害福祉総務課 

人権教育室 

子育て支援課 

保健センター 

学校教育課 

青尐年課 

人権推進課 

②女性に対する暴力予防のた

めの学習機会の充実 

女性に対する暴力防止のための情報提供や啓発を充実

します 

図書歴史課 

人権教育室 

保健センター 

学校教育課 

青尐年課 

人権推進課 

③男女雇用機会均等法、ストー

カー規制法、高齢者虐待防

止法、児童虐待防止法、ＤＶ

防止法等、法律の周知と学習

機会の提供 

男女の人権を守るための法律について学ぶことで、ＤＶ

やセクシュアル・ハラスメント、ストーカー、高齢者虐待、

児童虐待等が犯罪をも含む人権侵害であることを理解

し、暴力根絶のための総合的な力を獲得します 

消防本部 

市民課 

人権教育室 

学校教育課 

保健センター 

青尐年課 

障害福祉総務課 

子育て支援課 

高齢介護課 

人権推進課 
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基本課題２ あらゆる暴力への対策の推進 
具体的施策 具体的施策の内容 担当課 

①性犯罪への対策の推進 
性犯罪から身を守る護身術や、セクシュアル・ハラスメン

トの防止教育、子どもの性被害対策に取組みます 

子育て支援課 

学校教育課 

人権推進課 

②相談しやすい体制の整備と

適切な情報提供 

被害者が安心して相談できる相談体制を充実し、関係

機関との連携により被害者支援を充実します 

子育て支援課 

保健センター人

権推進課 

③子ども、高齢者、障害のある

人、外国人の被害者への配

慮 

子ども、高齢者、障害のある人、外国人の被害者への配

慮をします 

子育て支援課 

高齢介護課 

障害福祉総務課 

消防本部 

病院 

保健センター 

生活福祉課 

人権推進課 

④男女共同参画の視点を踏ま

えた適切な対応のための研

修の充実 

被害者と直接接する警察官や婦人相談所職員、教職

員、民生・児童委員、医師等に対して、男女共同参画の

視点を踏まえた適切な対応のための研修を充実します 

子育て支援課 

人権教育室 

学校教育課 

教育総務課 

人権推進課 

 

基本課題３ 配偶者等からの暴力の防止および被害者支援等の推進 
具体的施策 具体的施策の内容 担当課 

①ＤＶ被害の防止と早期発見の

仕組みづくり 

民生・児童委員や地域子育て支援センターや保育所

（園）、幼稚園、学校、保健・医療機関、地域包括支援セ

ンター等と連携し、早期発見に努めます 

関係各課 

人権推進課 

②安心して相談できる体制の充 

実 

ＤＶ被害者が、相談したいときに相談できるよう、24時間体

制の相談窓口や民間団体との連携などの整備を進めます 

関係各課 

人権推進課 

③被害者の安全確保の徹底と

連携の強化 

大阪府や警察、緊急一時保護所等との連携を図り、ＤＶ

被害者の安全に配慮し、本人の意思を尊重した上で安

心・安全な一時保護支援を実施します 

消防本部 

病院 

関係各課 

人権推進課 

④生活基盤を整えるための中・

長期的な支援の充実 

ＤＶ被害者が安定した生活を送ることができるよう、自立

に向けた情報の提供や継続的な支援を行います 

関係各課 

人権推進課 

 

■計画推進の指標 

 指標名 現状値 目標値(H28) 

21 若者へのデートＤＶ防止啓発事業の実施 
1回 

（Ｈ23） 

10回 

（Ｈ28） 

22 
市内事業所へのセクシュアル・ハラスメント防
止啓発資料の配布 

1回/年、157件 

（Ｈ23） 

2回/年、350件 

（Ｈ28） 
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第３章 計画の推進体制 
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男女共同参画社会の実現に向け、市の推進体制を充実するとともに、市民、事業者、グル

ープ団体等の協働による取組みを進めます。 

１ 計画を推進する体制の整備 

① 男女共同参画推進会議 

   「泉佐野市男女共同参画推進会議（会長：市長）」において、泉佐野市の男女共同参

画の推進に関する施策にかかる重要事項について審議します。各部局間の関連施策の

総合調整を図り、施策の着実な実施による計画の総合的な推進を図ります。 

 

②男女共同参画に関する審議会の機能充実 

   市長の附属機関である「泉佐野市部落差別撤廃人権擁護審議会」において、市長の

諮問に応じて計画その他男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議します。 

 

③男女共同参画に関する職員研修の充実 

  男女共同参画の視点を養う職員研修を（市の関係団体も含め）実施します。 

 

④男女共同参画推進リーダーによる推進 

 市役所内の男女共同参画を推進するために、各課で推進リーダーを任命し、全庁的

な取組みを推進します。 

 

⑤「いずみさの女性センター」機能の充実 

  泉佐野市における男女共同参画を推進する活動拠点として、男女共同参画に関する

情報の収集・提供、啓発講座の実施、相談、市民グループとの協働、人材育成等につ

いて、関係機関と連携して一層の機能の充実を図ります。 

 

⑥市民との協働による推進 

   男女共同参画の視点を踏まえた市民、事業者、グループ団体等の協働による取組み

を進めるとともに、活動の支援を推進します。 

  

 ⑦国・府等関係機関との連携 

   男女共同参画社会の実現に向けて、国・府等関係機関との連携につとめます。 

 

２ 計画達成へ向けた進行管理 

① 尐子高齢化等の社会経済情勢の急速な変化に対応できる活力ある地域社会を築い

ていくことの重要性をかんがみ、泉佐野市男女共同参画社会の実現に向けて、市、

市民、事業者及び教育関係者が一体となって男女共同参画を総合的かつ計画的に

推進できるよう、条例の制定に向けて取組みます。 

 

② 計画の達成度や主な施策の進捗状況を的確に把握・評価することができるよう、

「計画推進の指標」を設定、毎年度の進捗状況を把握します。 
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■計画推進の指標 

 基本目標 指標名 現状値 目標値(H28) 

１ Ⅰ 
「社会全体」で「男女が平等になっている」と
感じている人の割合 

女性 11.9％ 
男性 17.6％
（H22） 

男女とも 50％ 

２ Ⅰ 
学校教育の中で、男女平等・男女共同参画に関
する授業を実施した回数 

41回/年 
（Ｈ22） 

50回/年 

３ Ⅰ 
人権推進課主催の地域団体・事業所への、男女
共同参画に関する研修を実施した回数 

6回/年 
（Ｈ22） 

20回/年 

４ Ⅰ 

人権推進課主催の男女共同参画をテーマにした
講座（ワイワイおしゃべりフェスティバル・人
ひとセミナー・人権研究集会）やセミナーへの
男性参加者割合 

33.1％ 
（Ｈ22） 

50％ 

５ Ⅰ いずみさの女性センターの登録グループ数 
8グループ 
（Ｈ23） 

15グループ 

６ Ⅱ 
市における審議会等の女性委員の割合 
（※１）男女いずれか一方の委員が４割未満と
ならない状態をめざします。 

18.9％ 
（Ｈ21.4.1） 

40％（※１） 

７ Ⅱ 
市（一般行政職）における女性の管理職（課長
級・部長級）の割合 

1.5％ 
（Ｈ22.4.1） 

5％ 
（Ｈ28） 

８ Ⅱ 自治会長の女性の比率 
2.5％ 
（H22） 

10％ 

９ Ⅲ 「いずみさの女性センター」の利用者数 
女性 2,417人 
男性 522人 
（Ｈ22） 

女性 3,000人 
男性 1,500人 

10 Ⅲ 
女性職員の活躍推進や男女が働きやすい職場づ
くりをめざした研修の開催回数 

1回/年 
（Ｈ23） 

2回/年 

11 Ⅲ 
「男女いきいき・元気宣言」事業者制度への登
録企業数 

2社 
(Ｈ23） 

10社 

12 Ⅲ 市主催の労働相談会の開催回数および相談件数 
2回/年、208件 

（Ｈ23） 
5回/年、400件 

13 Ⅳ 
市主催の男性の育児・家事・介護セミナーへの
参加者数 

35人 
（Ｈ22） 

200人 

14 Ⅳ 
「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン
ス）」の認知度 

女性 18.6％ 
男性 26.0％ 
（Ｈ22） 

男女とも 60％
以上 

15 Ⅴ 相談連絡会（部会含む）の開催回数 
7回 

（Ｈ23） 
15回 

（Ｈ28） 

16 Ⅴ 相談員への研修の開催回数 
10回 

（Ｈ23） 
20回 

（Ｈ28） 

17 Ⅵ 乳がん・子宮がん検診受診率 
乳がん 15.8％ 
子宮がん 8.2％ 

（Ｈ22） 

50％以上 
（Ｈ28） 

18 Ⅵ 
女性の心とからだの健康を保つためのセミナー
開催および情報提供の回数 

10回/年 
（Ｈ23） 

20回/年 
（Ｈ28） 

19 Ⅵ 
男性の心とからだの健康を保つためのセミナー
開催および情報提供の回数 

5回/年 
（Ｈ23） 

10回/年 
（Ｈ28） 

20 Ⅵ 
若者向けの性感染症や望まない妊娠の回避、喫
煙、薬物依存などに関する情報提供およびセミ
ナーの開催回数 

5回/年 
（Ｈ23） 

10回/年 
（Ｈ28） 

21 Ⅶ 若者へのデートＤＶ防止啓発事業の実施 
1回 

（Ｈ23） 
10回 

（Ｈ28） 

22 Ⅶ 
市内事業所へのセクシュアル・ハラスメント防
止啓発資料の配布 

1回/年、157件 
（Ｈ23） 

2回/年、350件 
（Ｈ28） 
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男女共同参画社会基本法 
（平成１１年６月 法律第７８号） 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第12条） 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関す

る基本的施策（第13条―第20条） 

第３章 男女共同参画会議（第21条―第28条） 

附則 

 

我が国においては，日本国憲法に個人の尊重と法

の下の平等がうたわれ，男女平等の実現に向けた

様々な取組が，国際社会における取組とも連動しつ

つ，着実に進められてきたが，なお一層の努力が必

要とされている。 

一方，尐子高齢化の進展，国内経済活動の成熟化

等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応して

いく上で，男女が，互いにその人権を尊重しつつ責

任も分かち合い，性別にかかわりなく，その個性と

能力を十分に発揮することができる男女共同参画

社会の実現は，緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ，男女共同参画社会の

実現を２１世紀の我が国社会を決定する最重要課

題と位置付け，社会のあらゆる分野において，男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を

図っていくことが重要である。 

ここに，男女共同参画社会の形成についての基本

理念を明らかにしてその方向を示し，将来に向かっ

て国，地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の

形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進する

ため，この法律を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は，男女の人権が尊重され，かつ，

社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力あ

る社会を実現することの緊要性にかんがみ，男女

共同参画社会の形成に関し，基本理念を定め，並

びに国，地方公共団体及び国民の責務を明らかに

するとともに，男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の基本となる事項を定めることによ

り，男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的

に推進することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この法律において，次の各号に掲げる用語

の意義は，当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が，社会の対

等な構成員として，自らの意思によって社会の

あらゆる分野における活動に参画する機会が

確保され，もって男女が均等に政治的，経済的，

社会的及び文化的利益を享受することができ，

かつ，共に責任を担うべき社会を形成すること

をいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係

る男女間の格差を改善するため必要な範囲内

において，男女のいずれか一方に対し，当該機

会を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は，男女の個人と

しての尊厳が重んぜられること，男女が性別によ

る差別的取扱いを受けないこと，男女が個人とし

て能力を発揮する機会が確保されることその他

の男女の人権が尊重されることを旨として，行わ

れなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては，社

会における制度又は慣行が，性別による固定的な

役割分担等を反映して，男女の社会における活動

の選択に対して中立でない影響を及ぼすことに

より，男女共同参画社会の形成を阻害する要因と

なるおそれがあることにかんがみ，社会における

制度又は慣行が男女の社会における活動の選択

に対して及ぼす影響をできる限り中立なものと

するように配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第５条 男女共同参画社会の形成は，男女が，社会

の対等な構成員として，国若しくは地方公共団体

における政策又は民間の団体における方針の立

案及び決定に共同して参画する機会が確保され

ることを旨として，行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第６条 男女共同参画社会の形成は，家族を構成す

る男女が，相互の協力と社会の支援の下に，子の

養育，家族の介護その他の家庭生活における活動

について家族の一員としての役割を円滑に果た

し，かつ，当該活動以外の活動を行うことができ

るようにすることを旨として，行われなければな

らない。 

（国際的協調） 

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社

会における取組と密接な関係を有していること

にかんがみ，男女共同参画社会の形成は，国際的

協調の下に行われなければならない。 

（国の責務） 

第８条 国は，第３条から前条までに定める男女共

同参画社会の形成についての基本理念（以下「基

本理念」という。）にのっとり，男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を

含む。以下同じ。）を総合的に策定し，及び実施

する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第９条 地方公共団体は，基本理念にのっとり，男

女共同参画社会の形成の促進に関し，国の施策に

準じた施策及びその他のその地方公共団体の区

域の特性に応じた施策を策定し，及び実施する責

務を有する。 

（国民の責務） 
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第10条 国民は，職域，学校，地域，家庭その他の

社会のあらゆる分野において，基本理念にのっと

り，男女共同参画社会の形成に寄与するように努

めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第11条 政府は，男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策を実施するため必要な法制上又は財

政上の措置その他の措置を講じなければならな

い。 

（年次報告等） 

第12条 政府は，毎年，国会に，男女共同参画社会

の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策についての報告を

提出しなければならない。 

２ 政府は，毎年，前項の報告に係る男女共同参画

社会の形成の状況を考慮して講じようとする男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明

らかにした文書を作成し，これを国会に提出しな

ければならない。 

 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に

関する基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第13条 政府は，男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め，男女共同参画社会の形成の促進に関する基本

的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）

を定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は，次に掲げる事項につ

いて定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか，男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画

的に推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は，男女共同参画会議の意見を聴

いて，男女共同参画基本計画の案を作成し，閣議

の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は，前項の規定による閣議の決定

があったときは，遅滞なく，男女共同参画基本計

画を公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は，男女共同参画基本計画の変更

について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第14条 都道府県は，男女共同参画基本計画を勘案

して，当該都道府県の区域における男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策についての基本

的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」と

いう。）を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は，次に掲げる事項

について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的

に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか，都道府県の区域に

おける男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進するために

必要な事項 

３ 市町村は，男女共同参画基本計画及び都道府県

男女共同参画計画を勘案して，当該市町村の区域

における男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策についての基本的な計画（以下「市町村男

女共同参画計画」という。）を定めるように努め

なければならない。 

４ 都道府県又は市町村は，都道府県男女共同参画

計画又は市町村男女共同参画計画を定め，又は変

更したときは，遅滞なく，これを公表しなければ

ならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第15条 国及び地方公共団体は，男女共同参画社会

の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定

し，及び実施するに当たっては，男女共同参画社

会の形成に配慮しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第16条 国及び地方公共団体は，広報活動等を通じ

て，基本理念に関する国民の理解を深めるよう適

切な措置を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第17条 国は，政府が実施する男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会

の形成に影響を及ぼすと認められる施策につい

ての苦情の処理のために必要な措置及び性別に

よる差別的取扱いその他の男女共同参画社会の

形成を阻害する要因によって人権が侵害された

場合における被害者の救済を図るために必要な

措置を講じなければならない。 

（調査研究） 

第18条 国は，社会における制度又は慣行が男女共

同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研

究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の策定に必要な調査研究を推進するよ

うに努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第19条 国は，男女共同参画社会の形成を国際的協

調の下に促進するため，外国政府又は国際機関と

の情報の交換その他男女共同参画社会の形成に

関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るた

めに必要な措置を講ずるように努めるものとす

る。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第20条 国は，地方公共団体が実施する男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団

体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行

う活動を支援するため，情報の提供その他の必要

な措置を講ずるように努めるものとする。 

 

第３章 男女共同参画会議 

（設置） 

第21条 内閣府に，男女共同参画会議（以下「会議」

という。）を置く。 

（所掌事務） 

第22条 会議は，次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し，第１３条第３

項に規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか，内閣総理大臣又は

関係各大臣の諮問に応じ，男女共同参画社会の

形成の促進に関する基本的な方針，基本的な政

策及び重要事項を調査審議すること。 

三 前２号に規定する事項に関し，調査審議し，

必要があると認めるときは，内閣総理大臣及び
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関係各大臣に対し，意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の実施状況を監視し，及び政

府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす

影響を調査し，必要があると認めるときは，内

閣総理大臣及び関係各大臣に対し，意見を述べ

ること。 

（組織） 

第23条 会議は，議長及び議員２４人以内をもって

組織する。 

（議長） 

第24条 議長は，内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は，会務を総理する。 

（議員） 

第25条 議員は，次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから，内

閣総理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見

を有する者のうちから，内閣総理大臣が任命す

る者 

２ 前項第２号の議員の数は，同項に規定する議員

の総数の１０分の５未満であってはならない。 

３ 第１項第２号の議員のうち，男女のいずれか一

方の議員の数は，同号に規定する議員の総数の１

０分の４未満であってはならない。 

４ 第１項第２号の議員は，非常勤とする。 

（議員の任期） 

第26条 前条第１項第２号の議員の任期は，２年と

する。ただし，補欠の議員の任期は，前任者の残

任期間とする。 

２ 前条第１項第２号の議員は，再任されることが

できる。 

（資料提出の要求等） 

第27条 会議は，その所掌事務を遂行するために必

要があると認めるときは，関係行政機関の長に対

し，監視又は調査に必要な資料その他の資料の提

出，意見の開陳，説明その他必要な協力を求める

ことができる。 

２ 会議は，その所掌事務を遂行するために特に必

要があると認めるときは，前項に規定する者以外

の者に対しても，必要な協力を依頼することがで

きる。 

（政令への委任） 

第28条 この章に定めるもののほか，会議の組織及

び議員その他の職員その他会議に関し必要な事

項は，政令で定める。 

 

附則（平成１１年６月 法律第78号）（抄） 

（施行期日） 

第１条 この法律は，公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第２条 男女共同参画審議会設置法（平成９年法律

第７号）は，廃止する。 

附則（平成１１年７月 法律第１０２号）

（抄） 

（施行期日） 

第１条 この法律は，内閣法の一部を改正する法律

（平成１１年法律第８８号）の施行の日から施行

する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各

号に定める日から施行する。 

一 略 

二 附則第１０条第１項及び第５項，第１４条第

３項，第２３条，第２８条並びに第３０条の規

定 公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第28条 この法律の施行の日の前日において次に

掲げる従前の審議会その他の機関の会長，委員そ

の他の職員である者（任期の定めのない者を除

く。）の任期は，当該会長，委員その他の職員の

任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわら

ず，その日に満了する。 

一から十まで 略 

十一 男女共同参画審議会 

十二から五十八まで 略 

（別に定める経過措置） 

第30条 第２条から前条までに規定するもののほ

か，この法律の施行に伴い必要となる経過措置は，

別に法律で定める。 

 

附則（平成１１年１２月 法律第１６０号）

（抄） 

（施行期日） 

第１条 この法律（第２条及び第３条を除く。）は，

平成１３年１月６日から施行する。 
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女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 
女子差別撤廃条約 昭和60年(1985年)批准 

 

 この条約の締約国は， 

 国際連合憲章が基本的人権，人間の尊厳及び価

値並びに男女の権利の平等に関する信念を改めて

確認していることに留意し， 

 世界人権宣言が，差別は容認することができな

いものであるとの原則を確認していること，並び

にすべての人間は生まれながらにして自由であり，

かつ，尊厳及び権利について平等であること並び

にすべての人は性による差別その他のいかなる差

別もなしに同宣言に掲げるすべての権利及び自由

を享有することができることを宣明していること

に留意し， 

 人権に関する国際規約の締約国がすべての経済

的，社会的，文化的，市民的及び政治的権利の享

有について男女に平等の権利を確保する義務を負

っていることに留意し， 

 国際連合及び専門機関の主催の下に各国が締結

した男女の権利の平等を促進するための国際条約

を考慮し， 

 更に，国際連合及び専門機関が採択した男女の

権利の平等を促進するための決議，宣言及び勧告

に留意し， 

 しかしながら，これらの種々の文書にもかかわ

らず女子に対する差別が依然として広範に存在し

ていることを憂慮し， 

 女子に対する差別は，権利の平等の原則及び人

間の尊厳の尊重の原則に反するものであり，女子

が男子と平等の条件で自国の政治的，社会的，経

済的及び文化的活動に参加する上で障害となるも

のであり，社会及び家族の繁栄の増進を阻害する

ものであり，また，女子の潜在能力を自国及び人

類に役立てるために完全に開発することを一層困

難にするものであることを想起し， 

 窮乏の状況においては，女子が食糧，健康，教

育，雇用のための訓練及び機会並びに他の必要と

するものを享受する機会が最も尐ないことを憂慮し， 

 衡平及び正義に基づく新たな国際経済秩序の確立

が男女の平等の促進に大きく貢献することを確信し， 

 アパルトヘイト，あらゆる形態の人種主義，人

種差別，植民地主義，新植民地主義，侵略，外国

による占領及び支配並びに内政干渉の根絶が男女

の権利の完全な享有に不可欠であることを強調し， 

 国際の平和及び安全を強化し，国際緊張を緩和

し，すべての国(社会体制及び経済体制のいかんを

問わない。) の間で相互に協力し，全面的かつ完

全な軍備縮小を達成し，特に厳重かつ効果的な国

際管理の下での核軍備の縮小を達成し，諸国間の

関係における正義，平等及び互恵の原則を確認し，

外国の支配の下，植民地支配の下又は外国の占領

の下にある人民の自決の権利及び人民の独立の権

利を実現し並びに国の主権及び領土保全を尊重す

ることが，社会の進歩及び発展を促進し，ひいては，

男女の完全な平等の達成に貢献することを確認し， 

 国の完全な発展，世界の福祉及び理想とする平

和は，あらゆる分野において女子が男子と平等の

条件で最大限に参加することを必要としているこ

とを確信し， 

 家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全に

は認められていなかった女子の大きな貢献，母性

の社会的重要性並びに家庭及び子の養育における

両親の役割に留意し，また，出産における女子の

役割が差別の根拠となるべきではなく，子の養育

には男女及び社会全体が共に責任を負うことが必

要であることを認識し， 

 社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子

の役割とともに変更することが男女の完全な平等

の達成に必要であることを認識し， 

 女子に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げら

れている諸原則を実施すること及びこのために女

子に対するあらゆる形態の差別を撤廃するための

必要な措置をとることを決意して， 

 次のとおり協定した。  

 

第１部 

第１条 

 この条約の適用上，「女子に対する差別」とは，

性に基づく区別，排除又は制限であって，政治的，

経済的，社会的，文化的，市民的その他のいかな

る分野においても，女子(婚姻をしているかいない

かを問わない。) が男女の平等を基礎として人権

及び基本的自由を認識し，享有し又は行使するこ

とを害し又は無効にする効果又は目的を有するも

のをいう。  

第２条 

 締約国は，女子に対するあらゆる形態の差別を

非難し，女子に対する差別を撤廃する政策をすべ

ての適当な手段により，かつ，遅滞なく追求する

ことに合意し，及びこのため次のことを約束する。 

 (a) 男女の平等の原則が自国の憲法その他の

適当な法令に組み入れられていない場合にはこれ

を定め，かつ，男女の平等の原則の実際的な実現

を法律その他の適当な手段により確保すること。 

 (b) 女子に対するすべての差別を禁止する適

当な立法その他の措置(適当な場合には制裁を含

む。) をとること。 

 (c) 女子の権利の法的な保護を男子との平等

を基礎として確立し，かつ，権限のある自国の裁

判所その他の公の機関を通じて差別となるいかな

る行為からも女子を効果的に保護することを確保

すること。 

 (d) 女子に対する差別となるいかなる行為又

は慣行も差し控え，かつ，公の当局及び機関がこ

の義務に従って行動することを確保すること。 

 (e) 個人，団体又は企業による女子に対する差

別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるこ

と。 

 (f) 女子に対する差別となる既存の法律，規則，

慣習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべて
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の適当な措置(立法を含む。) をとること。 

 (g) 女子に対する差別となる自国のすべての

刑罰規定を廃止すること。  

第３条 

 締約国は，あらゆる分野，特に，政治的，社会

的，経済的及び文化的分野において，女子に対し

て男子との平等を基礎として人権及び基本的自由

を行使し及び享有することを保障することを目的

として，女子の完全な能力開発及び向上を確保する

ためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとる。  

第４条 

１ 締約国が男女の事実上の平等を促進すること

を目的とする暫定的な特別措置をとることは，こ

の条約に定義する差別と解してはならない。ただ

し，その結果としていかなる意味においても不平

等な又は別個の基準を維持し続けることとなって

はならず，これらの措置は，機会及び待遇の平等の

目的が達成された時に廃止されなければならない。  

２ 締約国が母性を保護することを目的とする特

別措置(この条約に規定する措置を含む。) をとる

ことは，差別と解してはならない。  

第５条 

 締約国は，次の目的のためのすべての適当な措

置をとる。 

 (a) 両性いずれかの劣等性若しくは優越性の観

念又は男女の定型化された役割に基づく偏見及び

慣習その他あらゆる慣行の撤廃を実現するため，男

女の社会的及び文化的な行動様式を修正すること。 

 (b) 家庭についての教育に，社会的機能として

の母性についての適正な理解並びに子の養育及び

発育における男女の共同責任についての認識を含

めることを確保すること。あらゆる場合において，

子の利益は最初に考慮するものとする。  

第６条 

 締約国は，あらゆる形態の女子の売買及び女子

の売春からの搾取を禁止するためのすべての適当

な措置(立法を含む。) をとる。  

 

第２部 

第７条 

 締約国は，自国の政治的及び公的活動における

女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当

な措置をとるものとし，特に，女子に対して男子

と平等の条件で次の権利を確保する。 

 (a) あらゆる選挙及び国民投票において投票

する権利並びにすべての公選による機関に選挙さ

れる資格を有する権利 

 (b) 政府の政策の策定及び実施に参加する権

利並びに政府のすべての段階において公職に就き

及びすべての公務を遂行する権利 

 (c) 自国の公的又は政治的活動に関係のある

非政府機関及び非政府団体に参加する権利  

第８条 

 締約国は，国際的に自国政府を代表し及び国際

機関の活動に参加する機会を，女子に対して男子

と平等の条件でかついかなる差別もなく確保する

ためのすべての適当な措置をとる。  

第９条 

１ 締約国は，国籍の取得，変更及び保持に関し，

女子に対して男子と平等の権利を与える。締約国

は，特に，外国人との婚姻又は婚姻中の夫の国籍

の変更が，自動的に妻の国籍を変更し，妻を無国

籍にし又は夫の国籍を妻に強制することとならな

いことを確保する。  

２ 締約国は，子の国籍に関し，女子に対して男

子と平等の権利を与える。  

 

第３部 

第１０条 

 締約国は，教育の分野において，女子に対して

男子と平等の権利を確保することを目的として，

特に，男女の平等を基礎として次のことを確保す

ることを目的として，女子に対する差別を撤廃す

るためのすべての適当な措置をとる。 

 (a) 農村及び都市のあらゆる種類の教育施設

における職業指導，修学の機会及び資格証書の取

得のための同一の条件。このような平等は，就学

前教育，普通教育，技術教育，専門教育及び高等

技術教育並びにあらゆる種類の職業訓練において

確保されなければならない。 

 (b) 同一の教育課程，同一の試験，同一の水準

の資格を有する教育職員並びに同一の質の学校施

設及び設備を享受する機会 

 (c) すべての段階及びあらゆる形態の教育に

おける男女の役割についての定型化された概念の

撤廃を，この目的の達成を助長する男女共学その

他の種類の教育を奨励することにより，また，特

に，教材用図書及び指導計画を改訂すること並び

に指導方法を調整することにより行うこと。 

 (d) 奨学金その他の修学援助を享受する同一

の機会 

 (e) 継続教育計画(成人向けの及び実用的な識

字計画を含む。) 特に，男女間に存在する教育上

の格差をできる限り早期に減尐させることを目的

とした継続教育計画を利用する同一の機会 

 (f) 女子の中途退学率を減尐させること及び

早期に退学した女子のための計画を策定すること。 

 (g) スポーツ及び体育に積極的に参加する同

一の機会 

 (h) 家族の健康及び福祉の確保に役立つ特定

の教育的情報(家族計画に関する情報及び助言を

含む。) を享受する機会  

第１１条 

１ 締約国は，男女の平等を基礎として同一の権

利，特に次の権利を確保することを目的として，

雇用の分野における女子に対する差別を撤廃する

ためのすべての適当な措置をとる。 

 (a) すべての人間の奪い得ない権利としての

労働の権利 

 (b) 同一の雇用機会(雇用に関する同一の選考

基準の適用を含む。) についての権利 

 (c) 職業を自由に選択する権利，昇進，雇用の

保障並びに労働に係るすべての給付及び条件につ

いての権利並びに職業訓練及び再訓練 (見習，上

級職業訓練及び継続的訓練を含む。) を受ける権利 

 (d) 同一価値の労働についての同一報酬(手当



 

68 

を含む。) 及び同一待遇についての権利並びに労

働の質の評価に関する取扱いの平等についての権

利 

 (e) 社会保障(特に，退職，失業，傷病，障害，

老齢その他の労働不能の場合における社会保障)

についての権利及び有給休暇についての権利 

 (f) 作業条件に係る健康の保護及び安全(生殖

機能の保護を含む。) についての権利  

２ 締約国は，婚姻又は母性を理由とする女子に

対する差別を防止し，かつ，女子に対して実効的

な労働の権利を確保するため，次のことを目的と

する適当な措置をとる。 

 (a) 妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び

婚姻をしているかいないかに基づく差別的解雇を

制裁を課して禁止すること。 

 (b) 給料又はこれに準ずる社会的給付を伴い，

かつ，従前の雇用関係，先任及び社会保障上の利

益の喪失を伴わない母性休暇を導入すること。 

 (c) 親が家庭責任と職業上の責務及び社会的

活動への参加とを両立させることを可能とするた

めに必要な補助的な社会的サービスの提供を，特

に保育施設網の設置及び充実を促進することによ

り奨励すること。 

 (d) 妊娠中の女子に有害であることが証明さ

れている種類の作業においては，当該女子に対し

て特別の保護を与えること。  

３ この条に規定する事項に関する保護法令は，

科学上及び技術上の知識に基づき定期的に検討す

るものとし，必要に応じて，修正し，廃止し，又

はその適用を拡大する。  

第１２条 

１ 締約国は，男女の平等を基礎として保健サー

ビス(家族計画に関連するものを含む。) を享受す

る機会を確保することを目的として，保健の分野

における女子に対する差別を撤廃するためのすべ

ての適当な措置をとる。  

２ １の規定にかかわらず，締約国は，女子に対

し，妊娠，分べん及び産後の期間中の適当なサー

ビス(必要な場合には無料にする。) 並びに妊娠及

び授乳の期間中の適当な栄養を確保する。  

第１３条 

 締約国は，男女の平等を基礎として同一の権利，

特に次の権利を確保することを目的として，他の

経済的及び社会的活動の分野における女子に対す

る差別を撤廃するためのすべての適当な措置をと

る。 

 (a) 家族給付についての権利 

 (b) 銀行貸付け，抵当その他の形態の金融上の

信用についての権利 

 (c) レクリエーション，スポーツ及びあらゆる

側面における文化的活動に参加する権利  

第１４条 

１ 締約国は，農村の女子が直面する特別の問題

及び家族の経済的生存のために果たしている重要

な役割(貨幣化されていない経済の部門における

労働を含む。) を考慮に入れるものとし，農村の

女子に対するこの条約の適用を確保するためのす

べての適当な措置をとる。  

２ 締約国は，男女の平等を基礎として農村の女

子が農村の開発に参加すること及びその開発から

生ずる利益を受けることを確保することを目的と

して，農村の女子に対する差別を撤廃するための

すべての適当な措置をとるものとし，特に，これ

らの女子に対して次の権利を確保する。 

 (a) すべての段階における開発計画の作成及

び実施に参加する権利 

 (b) 適当な保健サービス(家族計画に関する情

報，カウンセリング及びサービスを含む。) を享

受する権利 

 (c) 社会保障制度から直接に利益を享受する権

利 

 (d) 技術的な能力を高めるために，あらゆる種

類(正規であるかないかを問わない。) の訓練及び

教育(実用的な識字に関するものを含む。) 並びに，

特に，すべての地域サービス及び普及サービスか

らの利益を享受する権利 

 (e) 経済分野における平等な機会を雇用又は

自営を通じて得るために，自助的集団及び協同組

合を組織する権利 

 (f) あらゆる地域活動に参加する権利 

 (g) 農業信用及び貸付け，流通機構並びに適当

な技術を利用する権利並びに土地及び農地の改革

並びに入植計画において平等な待遇を享受する権

利 

 (h) 適当な生活条件(特に，住居，衛生，電力

及び水の供給，運輸並びに通信に関する条件)を享

受する権利  

 

第４部 

第１５条 

１ 締約国は，女子に対し，法律の前の男子との

平等を認める。  

２ 締約国は，女子に対し，民事に関して男子と

同一の法的能力を与えるものとし，また，この能

力を行使する同一の機会を与える。特に，締約国

は，契約を締結し及び財産を管理することにつき

女子に対して男子と平等の権利を与えるものとし，

裁判所における手続のすべての段階において女子

を男子と平等に取り扱う。  

３ 締約国は，女子の法的能力を制限するような

法的効果を有するすべての契約及び他のすべての

私的文書(種類のいかんを問わない。) を無効とす

ることに同意する。  

４ 締約国は，個人の移動並びに居所及び住所の

選択の自由に関する法律において男女に同一の権

利を与える。  

第１６条 

１ 締約国は，婚姻及び家族関係に係るすべての

事項について女子に対する差別を撤廃するための

すべての適当な措置をとるものとし，特に，男女

の平等を基礎として次のことを確保する。 

 (a) 婚姻をする同一の権利 

 (b) 自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全

な合意のみにより婚姻をする同一の権利 

 (c) 婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利

及び責任 
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 (d) 子に関する事項についての親(婚姻をして

いるかいないかを問わない。) としての同一の権

利及び責任。あらゆる場合において，子の利益は

至上である。 

 (e) 子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任

をもって決定する同一の権利並びにこれらの権利

の行使を可能にする情報，教育及び手段を享受す

る同一の権利 

 (f) 子の後見及び養子縁組又は国内法令にこ

れらに類する制度が存在する場合にはその制度に

係る同一の権利及び責任。あらゆる場合において，

子の利益は至上である。 

 (g) 夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業

を選択する権利を含む。) 

 (h) 無償であるか有償であるかを問わず，財産

を所有し，取得し，運用し，管理し，利用し及び

処分することに関する配偶者双方の同一の権利  

２ 児童の婚約及び婚姻は，法的効果を有しないも

のとし，また，婚姻最低年齢を定め及び公の登録所

への婚姻の登録を義務付けるためのすべての必要

な措置(立法を含む。) がとられなければならない。  

 

第５部 

第１７条 

１ この条約の実施に関する進捗状況を検討する

ために，女子に対する差別の撤廃に関する委員会

(以下「委員会」という。) を設置する。委員会は，

この条約の効力発生の時は１８人の，３５番目の

締約国による批准又は加入の後は２３人の徳望が

高く，かつ，この条約が対象とする分野において

十分な能力を有する専門家で構成する。委員は，

締約国の国民の中から締約国により選出するもの

とし，個人の資格で職務を遂行する。その選出に

当たっては，委員の配分が地理的に衡平に行われ

ること並びに異なる文明形態及び主要な法体系が

代表されることを考慮に入れる。  

２ 委員会の委員は，締約国により指名された者の

名簿の中から秘密投票により選出される。各締約国

は，自国民の中から１人を指名することができる。  

３ 委員会の委員の最初の選挙は，この条約の効

力発生の日の後６箇月を経過した時に行う。国際

連合事務総長は，委員会の委員の選挙の日の遅く

とも３箇月前までに，締約国に対し，自国が指名

する者の氏名を２箇月以内に提出するよう書簡で

要請する。同事務総長は，指名された者のアルフ

ァベット順による名簿(これらの者を指名した締

約国名を表示した名簿とする。) を作成し，締約

国に送付する。  

４ 委員会の委員の選挙は，国際連合事務総長に

より国際連合本部に招集される締約国の会合にお

いて行う。この会合は，締約国の３分の２をもっ

て定足数とする。この会合においては，出席し，

かつ投票する締約国の代表によって投じられた票

の最多数で，かつ，過半数の票を得た指名された

者をもって委員会に選出された委員とする。  

５ 委員会の委員は，４年の任期で選出される。

ただし，最初の選挙において選出された委員のう

ち９人の委員の任期は，２年で終了するものとし，

これらの９人の委員は，最初の選挙の後直ちに，

委員会の委員長によりくじ引で選ばれる。  

６ 委員会の５人の追加的な委員の選挙は，３５

番目の批准又は加入の後，２から４までの規定に

従って行う。この時に選出された追加的な委員の

うち２人の委員の任期は，２年で終了するものと

し，これらの２人の委員は，委員会の委員長によ

りくじ引で選ばれる。  

７ 締約国は，自国の専門家が委員会の委員とし

ての職務を遂行することができなくなった場合に

は，その空席を補充するため，委員会の承認を条

件として自国民の中から他の専門家を任命する。  

８ 委員会の委員は，国際連合総会が委員会の任

務の重要性を考慮して決定する条件に従い，同総会

の承認を得て，国際連合の財源から報酬を受ける。  

９ 国際連合事務総長は，委員会がこの条約に定

める任務を効果的に遂行するために必要な職員及

び便益を提供する。  

第１８条 

１ 締約国は，次の場合に，この条約の実施のた

めにとった立法上，司法上，行政上その他の措置

及びこれらの措置によりもたらされた進歩に関す

る報告を，委員会による検討のため，国際連合事

務総長に提出することを約束する。 

 (a) 当該締約国についてこの条約が効力を生

ずる時から１年以内 

 (b) その後は尐なくとも４年ごと，更には委員

会が要請するとき。  

２ 報告には，この条約に基づく義務の履行の程

度に影響を及ぼす要因及び障害を記載することが

できる。  

第１９条 

１ 委員会は，手続規則を採択する。  

２ 委員会は，役員を２年の任期で選出する。  

第２０条 

１ 委員会は，第１８条の規定により提出される

報告を検討するために原則として毎年２週間を超

えない期間会合する。  

２ 委員会の会合は，原則として，国際連合本部

又は委員会が決定する他の適当な場所において開

催する。  

第２１条 

１ 委員会は，その活動につき経済社会理事会を

通じて毎年国際連合総会に報告するものとし，ま

た，締約国から得た報告及び情報の検討に基づく

提案及び一般的な性格を有する勧告を行うことが

できる。これらの提案及び一般的な性格を有する

勧告は，締約国から意見がある場合にはその意見

とともに，委員会の報告に記載する。  

２ 国際連合事務総長は，委員会の報告を，情報

用として，婦人の地位委員会に送付する。  

第２２条 

 専門機関は，その任務の範囲内にある事項に関

するこの条約の規定の実施についての検討に際し，

代表を出す権利を有する。委員会は，専門機関に

対し，その任務の範囲内にある事項に関するこの

条約の実施について報告を提出するよう要請する

ことができる。  
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第６部 

第２３条 

 この条約のいかなる規定も，次のものに含まれ

る規定であって男女の平等の達成に一層貢献する

ものに影響を及ぼすものではない。 

 (a) 締約国の法令 

 (b) 締約国について効力を有する他の国際条

約又は国際協定  

第２４条 

 締約国は，自国においてこの条約の認める権利

の完全な実現を達成するためのすべての必要な措

置をとることを約束する。  

第２５条 

１ この条約は，すべての国による署名のために

開放しておく。  

２ 国際連合事務総長は，この条約の寄託者とし

て指定される。  

３ この条約は，批准されなければならない。批

准書は，国際連合事務総長に寄託する。  

４ この条約は，すべての国による加入のために

開放しておく。加入は，加入書を国際連合事務総

長に寄託することによって行う。  

第２６条 

１ いずれの締約国も，国際連合事務総長にあて

た書面による通告により，いつでもこの条約の改

正を要請することができる。  

２ 国際連合総会は，１の要請に関してとるべき

措置があるときは，その措置を決定する。  

第２７条 

１ この条約は，２０番目の批准書又は加入書が

国際連合事務総長に寄託された日の後３０日目の

日に効力を生ずる。  

２ この条約は，２０番目の批准書又は加入書が

寄託された後に批准し又は加入する国については，

その批准書又は加入書が寄託された日の後３０日

目の日に効力を生ずる。  

第２８条 

１ 国際連合事務総長は，批准又は加入の際に行

われた留保の書面を受領し，かつ，すべての国に

送付する。  

２ この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は，

認められない。  

３ 留保は，国際連合事務総長にあてた通告によ

りいつでも撤回することができるものとし，同事

務総長は，その撤回をすべての国に通報する。こ

のようにして通報された通告は，受領された日に

効力を生ずる。  

第２９条 

１ この条約の解釈又は適用に関する締約国間の

紛争で交渉によって解決されないものは，いずれ

かの紛争当事国の要請により，仲裁に付される。

仲裁の要請の日から６箇月以内に仲裁の組織につ

いて紛争当事国が合意に達しない場合には，いず

れの紛争当事国も，国際司法裁判所規程に従って

国際司法裁判所に紛争を付託することができる。 

２ 各締約国は，この条約の署名若しくは批准又

はこの条約への加入の際に，１の規定に拘束され

ない旨を宣言することができる。他の締約国は，

そのような留保を付した締約国との関係において

１の規定に拘束されない。  

３ ２の規定に基づいて留保を付した締約国は，

国際連合事務総長にあてた通告により，いつでも

その留保を撤回することができる。 

第３０条 

 この条約は，アラビア語，中国語，英語，フラ

ンス語，ロシア語及びスペイン語をひとしく正文

とし，国際連合事務総長に寄託する。 

 

 以上の証拠として，下名は，正当に委任を受け

てこの条約に署名した。 
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仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章 
平成 19年 12月 18日調印 

 

〔いま何故仕事と生活の調和が必要なのか〕 

（仕事と生活が両立しにくい現実） 

仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもた

らす。同時に、家事・育児、近隣との付き合いな

どの生活も暮らしには欠かすことはできないもの

であり、その充実があってこそ、人生の生きがい、

喜びは倍増する。 

しかし、現実の社会には、 

・安定した仕事に就けず、経済的に自立すること

ができない、 

・仕事に追われ、心身の疲労から健康を害しかね

ない、 

・仕事と子育てや老親の介護との両立に悩む 

など仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見ら

れる。 

 

（働き方の二極化等） 

その背景としては、国内外における企業間競争

の激化、長期的な経済の低迷や産業構造の変化に

より、生活の不安を抱える正社員以外の労働者が

大幅に増加する一方で、正社員の労働時間は高止

まりしたままであることが挙げられる。他方、利

益の低迷や生産性向上が困難などの理由から、働

き方の見直しに取り組むことが難しい企業も存在

する。 

 

（共働き世帯の増加と変わらない働き方・役割分

担意識） 

さらに、人々の生き方も変化している。かつて

は夫が働き、妻が専業主婦として家庭や地域で役

割を担うという姿が一般的であり、現在の働き方

は、このような世帯の姿を前提としたものが多く

残っている。 

しかしながら、今日では、女性の社会参加等が

進み、勤労者世帯の過半数が、共働き世帯になる

等人々の生き方が多様化している一方で働き方や

子育て支援などの社会的基盤は必ずしもこうした

変化に対応したものとなっていない。また、職場

や家庭、地域では、男女の固定的な役割分担意識

が残っている。 

 

（仕事と生活の相克と家族と地域・社会の変貌） 

このような社会では、結婚や子育てに関する

人々の希望が実現しにくいものになるとともに、

「家族団らんの時間」や「地域で過ごす時間」を

持つことも難しくなっている。こうした個人、家

族、地域が抱える諸問題が尐子化の大きな要因の

１つであり、それが人口減尐にも繋がっていると

いえる。 

また、人口減尐時代にあっては、社会全体とし

て女性や高齢者の就業参加が不可欠であるが、働

き方や生き方の選択肢が限られている現状では、

多様な人材を活かすことができない。 

 

（多様な働き方の模索） 

一方で働く人々においても、様々な職業経験を

通して積極的に自らの職業能力を向上させようと

する人や、仕事と生活の双方を充実させようとす

る人、地域活動への参加等をより重視する人など

もおり、多様な働き方が模索されている。 

 

（多様な選択肢を可能とする仕事と生活の調和の

必要性） 

いま、我々に求められているのは、国民一人ひ

とりの仕事と生活を調和させたいという願いを実

現するとともに、尐子化の流れを変え、人口減尐

下でも多様な人材が仕事に就けるようにし、我が

国の社会を持続可能で確かなものとする取組であ

る。 

働き方や生き方に関するこれまでの考え方や制

度の改革に挑戦し、個々人の生き方や子育て期、

中高年期といった人生の各段階に応じて多様な働

き方の選択を可能とする仕事と生活の調和を実現

しなければならない。 

個人の持つ時間は有限である。仕事と生活の調

和の実現は、個人の時間の価値を高め、安心と希

望を実現できる社会づくりに寄与するものである。 

 

（明日への投資） 

仕事と生活の調和の実現に向けた取組は、人口

減尐時代において、企業の活力や競争力の源泉で

ある有能な人材の確保・育成･定着の可能性を高め

るものである。とりわけ現状でも人材確保が困難

な中小企業において、その取組の利点は大きく、
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これを契機とした業務の見直し等により生産性向

上につなげることも可能である。こうした取組は、

企業にとって「コスト」としてではなく、「明日

への投資」として積極的にとらえるべきである。 

 

以上のような共通認識のもと、仕事と生活の調

和の実現に官民一体となって取り組んでいくため、

本憲章を定める。 

 

〔仕事と生活の調和が実現した社会の姿〕 

１ 仕事と生活の調和が実現した社会とは、「国民

一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、

仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活

などにおいても、子育て期、中高年期といった人

生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現で

きる社会」である。 

具体的には、以下のような社会を目指すべきであ

る。 

① 就労による経済的自立が可能な社会 

経済的自立を必要とする者とりわけ若者がい

きいきと働くことができ、かつ、経済的に自立

可能な働き方ができ、結婚や子育てに関する希

望の実現などに向けて、暮らしの経済的基盤が

確保できる。 

② 健康で豊かな生活のための時間が確保できる

社会 

働く人々の健康が保持され、家族・友人など

との充実した時間、自己啓発や地域活動への参

加のための時間などを持てる豊かな生活ができ

る。 

③ 多様な働き方・生き方が選択できる社会 

性や年齢などにかかわらず、誰もが自らの意

欲と能力を持って様々な働き方や生き方に挑戦

できる機会が提供されており、子育てや親の介

護が必要な時期など個人の置かれた状況に応じ

て多様で柔軟な働き方が選択でき、しかも公正

な処遇が確保されている。 

 

〔関係者が果たすべき役割〕 

２ このような社会の実現のためには、まず労使を

始め国民が積極的に取り組むことはもとより、国

や地方公共団体が支援することが重要である。既

に仕事と生活の調和の促進に積極的に取り組む企

業もあり、今後はそうした企業における取組をさ

らに進め、社会全体の運動として広げていく必要

がある。 

そのための主な関係者の役割は以下のとおりで

ある。また、各主体の具体的取組については別途、

「仕事と生活の調和推進のための行動指針」で定

めることとする。 

 

（企業と働く者） 

（１）企業とそこで働く者は、協調して生産性の

向上に努めつつ、職場の意識や職場風土の改革と

あわせ働き方の改革に自主的に取り組む。 

（国民） 

（２）国民の一人ひとりが自らの仕事と生活の調

和の在り方を考え、家庭や地域の中で積極的な役

割を果たす。また、消費者として、求めようとす

るサービスの背後にある働き方に配慮する。 

（国） 

（３）国民全体の仕事と生活の調和の実現は、我

が国社会を持続可能で確かなものとする上で不可

欠であることから、国は、国民運動を通じた気運

の醸成、制度的枠組みの構築や環境整備などの促

進・支援策に積極的に取り組む。 

（地方公共団体） 

（４）仕事と生活の調和の現状や必要性は地域に

よって異なることから、その推進に際しては、地

方公共団体が自らの創意工夫のもとに、地域の実

情に応じた展開を図る。 
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配偶者からの暴力の防止及び 

被害者の保護に関する法律 
 

（平成十三年四月十三日法律第三十一号） 

最終改正：平成一九年七月一一日法律第一一三号 

 第一章 総則（第一条・第二条）  

 第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等（第二条の二・第二条の三）  

 第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第三条―第五条）  

 第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二）  

 第四章 保護命令（第十条―第二十二条）  

 第五章 雑則（第二十三条―第二十八条）  

 第六章 罰則（第二十九条・第三十条）  

 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO031.html#1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000#1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO031.html#1000000000001002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000#1000000000001002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO031.html#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO031.html#1000000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000#1000000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO031.html#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO031.html#1000000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000#1000000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO031.html#1000000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000#1000000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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 我が国においては、日本国憲法 に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組

が行われている。 

 ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必

ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難で

ある女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。 

 このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護

するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会におけ

る取組にも沿うものである。 

 ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

   第一章 総則  

（定義）   

第一条  この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃であっ

て生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項

において「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚

をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を

含むものとする。  

２  この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。  

３  この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」に

は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを

含むものとする。  

（国及び地方公共団体の責務）  

第二条  国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切

な保護を図る責務を有する。  

   第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等  

（基本方針）  

第二条の二  内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項において「主務大

臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針（以下この条並びに次

条第一項及び第三項において「基本方針」という。）を定めなければならない。  

２  基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本計画の指

針となるべきものを定めるものとする。  

一  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項  

二  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項  

三  その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項  

３  主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなけれ

ばならない。  

４  主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。  

（都道府県基本計画等）  

第二条の三  都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」という。）を定めなければならない。  

２  都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針  

二  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項  

三  その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項  

３  市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「市町村基

本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。  

４  都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。  

５  主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言その他の

援助を行うよう努めなければならない。  

   第二章 配偶者暴力相談支援センター等  

（配偶者暴力相談支援センター）  

第三条  都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支
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援センターとしての機能を果たすようにするものとする。  

２  市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果

たすようにするよう努めるものとする。  

３  配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行うものとす

る。  

一  被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介すること。  

二  被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。  

三  被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第五条及び第

八条の三において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこと。  

四  被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等について、

情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。  

五  第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行うこと。  

六  被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。  

４  前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うもの

とする。  

５  配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。  

（婦人相談員による相談等）  

第四条  婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。  

（婦人保護施設における保護）  

第五条  都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。  

   第三章 被害者の保護  

（配偶者からの暴力の発見者による通報等）  

第六条  配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。）を

受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければならない。  

２  医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認め

られる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができる。この場合にお

いて、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。  

３  刑法 （明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定によ

り通報することを妨げるものと解釈してはならない。  

４  医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認め

られる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用について、その有する情報を提供す

るよう努めなければならない。  

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等）  

第七条  配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、

第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について説明及び助言を行うとともに、必要

な保護を受けることを勧奨するものとする。   

（警察官による被害の防止）  

第八条  警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法 （昭和二十九年法律第百六十

二号）、警察官職務執行法 （昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害

者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  

（警察本部長等の援助）  

第八条の二  警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部

長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けている者から、配偶者からの暴力による

被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を

受けている者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示その他配

偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うものとする。  

（福祉事務所による自立支援）  

第八条の三  社会福祉法 （昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所（次条において「福祉事務所」と

いう。）は、生活保護法 （昭和二十五年法律第百四十四号）、児童福祉法 （昭和二十二年法律第百六十四号）、母子及び

寡婦福祉法 （昭和三十九年法律第百二十九号）その他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必

要な措置を講ずるよう努めなければならない。  

（被害者の保護のための関係機関の連携協力）  

第九条  配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所等都道府県又は市町村の関係機関その他の関係機関は、

被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるもの

とする。  

（苦情の適切かつ迅速な処理）  

第九条の二  前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けたときは、

適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%96%be%8e%6c%81%5a%96%40%8e%6c%8c%dc&REF_NAME=%8c%59%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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   第四章 保護命令  

（保護命令）  

第十条  被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を

告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に限る。以下この章において同じ。）が、配偶者から

の身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対す

る暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引

き続き受ける身体に対する暴力。第十二条第一項第二号において同じ。）により、配偶者からの生命等に対する脅迫を受

けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被

害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対す

る暴力。同号において同じ。）により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害

者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者（配偶者からの身体に対す

る暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該

配偶者であった者。以下この条、同項第三号及び第四号並びに第十八条第一項において同じ。）に対し、次の各号に掲げ

る事項を命ずるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生

活の本拠を共にする場合に限る。  

一  命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以

下この号において同じ。）その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常

所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと。  

二  命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及び当該住居

の付近をはいかいしてはならないこと。  

２  前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立

てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、

同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるい

ずれの行為もしてはならないことを命ずるものとする。  

一  面会を要求すること。  

二  その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。  

三  著しく粗野又は乱暴な言動をすること。  

四  電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送

信し、若しくは電子メールを送信すること。  

五  緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、

又は電子メールを送信すること。  

六  汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。  

七  その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。  

八  その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画そ

の他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。  

３  第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項並びに第十二条第一項第

三号において単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行

っていることその他の事情があることから被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされ

ることを防止するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、

被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が

生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該子の住居（当該

配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）、就学する学校その他の場所において当該

子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならな

いことを命ずるものとする。ただし、当該子が十五歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。  

４  第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者

（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及び次項並びに第十二条第一項第四号にお

いて「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があることから

被害者がその親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、

第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害

が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生

じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除

く。以下この項において同じ。）その他の場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先

その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。  

５  前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当該親族等が十

五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の同意）がある場合に限り、することができる。  

（管轄裁判所）  

第十一条  前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所がないとき又は住所が知

れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。  

２  前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。  

一  申立人の住所又は居所の所在地  
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二  当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地  

（保護命令の申立て）  

第十二条  第十条第一項から第四項までの規定による命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、次に掲げる事項を記

載した書面でしなければならない。  

一  配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況  

二  配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受ける身体に対

する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情  

三  第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子に関して配偶者と面会

することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情  

四  第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶者と面会すること

を余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情  

五  配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、又は援助若しくは保

護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項  

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２  前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、

同項第一号から第四号までに掲げる事項についての申立人の供述を記載した書面で公証人法 （明治四十一年法律第五十

三号）第五十八条ノ二第一項 の認証を受けたものを添付しなければならない。  

（迅速な裁判）  

第十三条  裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。  

（保護命令事件の審理の方法）  

第十四条  保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができ

ない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限

りでない。  

２  申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支

援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執

られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。この場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又

は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるものとする。  

３  裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申立人から

相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定により書面の提出を求めた事項に関して

更に説明を求めることができる。  

（保護命令の申立てについての決定等）  

第十五条  保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定をす

る場合には、理由の要旨を示せば足りる。  

２  保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡しによっ

て、その効力を生ずる。  

３  保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄する警視総

監又は道府県警察本部長に通知するものとする。  

４  保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援助若しくは保護

を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載があると

きは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相

談支援センター（当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センターが二以上ある場合にあっては、申立人が

その職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知する

ものとする。  

５  保護命令は、執行力を有しない。  

（即時抗告）  

第十六条  保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。  

２  前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。  

３  即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があることにつき疎明があった

ときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止

を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。  

４  前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の効力の停止を命ずる場合において、同条第二項から第四項

までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力の停止をも命じなければならない。  

５  前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。  

６  抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り消す場合において、同条第二項から第四項までの規定によ

る命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなければならない。  

７  前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項若しくは第四項の規定によりその効力の停止を

命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨及びその内容を当該通知を

した配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとする。  
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８  前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合について準用する。  

（保護命令の取消し）  

第十七条  保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合には、当該保護命令を取り

消さなければならない。第十条第一項第一号又は第二項から第四項までの規定による命令にあっては同号の規定による

命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した後において、同条第一項第二号の規定による命令にあっては当該命

令が効力を生じた日から起算して二週間を経過した後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこ

れらの命令の申立てをした者に異議がないことを確認したときも、同様とする。  

２  前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定による命令を発した裁判所が前項の規定により当該命令を取り消す

場合について準用する。  

３  第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場合について準用する。  

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て）  

第十八条  第十条第一項第二号の規定による命令が発せられた後に当該発せられた命令の申立ての理由となった身体に対

する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定による命令の再度の申立てがあったときは、裁

判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居しようとする被害者がその責めに帰することのできない事由

により当該発せられた命令の効力が生ずる日から起算して二月を経過する日までに当該住居からの転居を完了すること

ができないことその他の同号の規定による命令を再度発する必要があると認めるべき事情があるときに限り、当該命令

を発するものとする。ただし、当該命令を発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認めるとき

は、当該命令を発しないことができる。  

２  前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる

事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同項第五号中「前

各号に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同条第二項中

「同項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本

文の事情」とする。  

（事件の記録の閲覧等）  

第十九条  保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、

謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。ただし、相手方にあっては、

保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の

送達があるまでの間は、この限りでない。  

（法務事務官による宣誓認証）  

第二十条  法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人がその職務を行うこと

ができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又はその支局に勤務する法務事務官に第十二条第二

項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の認証を行わせることができる。  

（民事訴訟法 の準用）  

第二十一条  この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に反しない限り、民

事訴訟法 （平成八年法律第百九号）の規定を準用する。  

（最高裁判所規則）  

第二十二条  この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。  

   第五章 雑則  

（職務関係者による配慮等）  

第二十三条  配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項において「職務関係者」

という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害

の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。  

２  国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深めるために

必要な研修及び啓発を行うものとする。  

（教育及び啓発）  

第二十四条  国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努める

ものとする。  

（調査研究の推進等）  

第二十五条  国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生のための指

導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の養

成及び資質の向上に努めるものとする。  

（民間の団体に対する援助）  

第二十六条  国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対

し、必要な援助を行うよう努めるものとする。  

（都道府県及び市の支弁）  

第二十七条  都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。  

一  第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号に掲げる費用を除く。）  

二  第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護（同条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準を

満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用  
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三  第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用  

四  第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を含む。）

及びこれに伴い必要な事務に要する費用  

２  市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなければならない。  

（国の負担及び補助）  

第二十八条  国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及

び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。  

２  国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。  

一  都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの  

二  市が前条第二項の規定により支弁した費用 

   第六章 罰則  

第二十九条  保護命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。  

第三十条  第十二条第一項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により記載すべき事項

について虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、十万円以下の過料に処する。  

 

   附 則 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第二章、第六条（配偶者暴力相談

支援センターに係る部分に限る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第二十七条及

び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。  

（経過措置） 

第二条  平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して相談し、又は

援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申立てに係る事件に関する第十二条第一項第四号

並びに第十四条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるの

は、「婦人相談所」とする。  

（検討）  

第三条  この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加え

られ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。  

 

  附 則 （平成一六年六月二日法律第六四号） 

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。  

（経過措置） 

第二条  この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（次項

において「旧法」という。）第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件については、な

お従前の例による。  

２  旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身体に対する不法な攻撃であ

って生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護に関する法律（以下「新法」という。）第十条第一項第二号の規定による命令の申立て（この法律の施行後

最初にされるものに限る。）があった場合における新法第十八条第一項の規定の適用については、同項中「二月」とある

のは、「二週間」とする。  

（検討） 

第三条  新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、そ

の結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。  

 

附 則（平成一九年七月一一日法律第一一三号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。  

（経過措置） 

第二条  この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第十条

の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件については、なお従前の例による。 
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泉佐野市部落差別撤廃人権擁護審議会 委員名簿 

任期：平成２３年５月３１日から平成２５年５月３０日 

 

所 属 等 氏  名 

社団法人泉佐野市人権協会代表 神藤   勵 

学識経験者 藤里 晃 

泉佐野市人権を守る市民の会代表 立山 眞吉 

泉佐野市町会連合会代表 重信 正和 

泉佐野・熊取・田尻事業所人権連絡会代表 深沢 陽 

岸和田人権擁護委員協議会泉佐野市地区委員会代表  中村 初美 

泉佐野市ＰＴＡ連絡協議会代表 田中 郁子 

社会福祉法人泉佐野市社会福祉協議会代表 射手矢 茂 

泉佐野市民生委員児童委員協議会代表 右馬野 博 

泉佐野市身体障害者福祉会代表 東谷 寛治 

いずみさの女性センターネットワーク代表 宇都宮 明貴子 

部落解放同盟大阪府連合会鶴原支部代表 舛野 守 

部落解放同盟大阪府連合会下瓦屋支部代表 中西 常泰 

部落解放同盟大阪府連合会樫井支部代表 東妻 篤人 

  

部落解放同盟大阪府連合会代表 山中 辰也 

市民公募 小笠原 達子 

市民公募 中村 智美 

市民公募 藤原 梶太郎 

市民公募 水野 陽子 
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第２次泉佐野市男女共同参画すいしん計画策定部会名簿 

 

 氏   名 主な役職等 

策定部会 会長 細見 三英子 
ジャーナリスト、大阪市男女共同参画審議会会長、 

京都公立大学法人理事ほか 

策定部会 副会長 立山 眞吉 泉佐野市人権を守る市民の会ほか 

策定部会 副会長 中村 初美 岸和田人権擁護委員協議会泉佐野地区委員会代表ほか 

策 定 委 員 神藤 勵 （社）泉佐野市人権協会代表ほか 

策 定 委 員 松浪 武久 泉佐野市市議会議長ほか 

策 定 委 員 中村 智美 泉佐野市部落差別撤廃人権擁護審議会委員ほか 

策 定 委 員 西野 茂 泉佐野市青年団協議会会長ほか 

策 定 委 員 矢倉 昌子 

大阪弁護士会、大阪弁護士会人権擁護審議会委員、 

同・男女共同参画本部副本部長、吹田市男女共同参画苦

情等処理委員ほか 
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第２次泉佐野市男女共同参画すいしん計画策定の経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23年（2011年） 

２月 ・市民意識調査の実施 

５月 ・第１回人権擁護審議会 

６月 ・第１回男女共同参画推進会議 

・プラン策定部会立上げ 

・緊急雇用事業・プラン策定業務委託事業者 

のプロポーザル募集 

７月 ・（緊急雇用創出事業）プラン策定業務委託 

事業者⇒選考委員会⇒業者決定 

８月～ 

１０月 

・市内事業所向けアンケートの実施 

  アンケート設計～集計 

11月 ・第１回策定部会 

・第２次プラン（案）作成 

・庁内各部局へのヒアリング実施 

・庁内ヒアリングの各部局へのフィードバック 

12月 ・パブリックコメント募集（市報・ＨＰ）集約 

平成 24年（2012年） 

１月 ・第２回策定部会 

２月 ・第２回男女共同参画推進会議 

・第３回策定部会 

３月 ・第２回人権擁護審議会 

・第３回男女共同参画推進会議・第２次プラン完成・概要版作成 
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泉佐野市男女共同参画推進会議設置要綱（案） 

 

 （設置） 

第１条 本市における男女共同参画政策の総合的かつ効果的な企画及び推進を図るため、泉佐野市男女

共同参画推進会議（以下「推進会議」という）を置く。 

 

 （所掌事務） 

第２条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

（1） 男女共同参画に関する施策の総合的かつ効果的な企画及び推進に関すること。 

（2） 男女共同参画に関する施策に係る関係部局間の連絡調整に関すること。 

（3） その他男女共同参画に関すること。 

 

 （組織） 

第３条 推進会議は、会長、副会長及び委員で組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 副会長は、副市長をもって充てる。 

４ 委員は、別表１に掲げる職にある者をもって充てる。 

 

 （会長） 

第４条 会長は、推進会議の会議（以下「委員会議」という）の議長となり、会務を総理する。 

２ 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。 

 

 （会議） 

第５条 委員会議は、必要に応じて会長が招集する。 

 

 （幹事） 

第６条 推進会議に常任幹事及び幹事（以下「幹事等」という）を置く。 

２ 常任幹事は、別表２に掲げる職にある者をもって充てる。 

３ 幹事は、本市職員のうちから市長が命じ、又は委嘱する。 

４ 幹事等は、推進会議の所掌事務について委員を補佐する。 

５ 委員会議の準備その他必要があるときは、常任幹事及び関係幹事をもって、幹事会又は専門部会を

開催する。 

 

 （庶務） 

第７条 推進会議の庶務は、市長公室人権推進課において処理する。 

 

 （委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、会長が定める。 

 

付 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 
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（委員） 

教育長 

全部長級 

 

 

 

 

 

（常任幹事） 

市民協働課長 

政策推進課長 

行財政管理課長 

人事課長 

国保年金課長 

保健センター所長 

商工労働観光課長 

農林水産課長 

生活福祉課長 

高齢介護課長 

障害福祉総務課長 

子育て支援課長 

人権推進課長 

人権教育室長 

教育総務課長 

学校教育課長 

社会教育課長 

体育振興課長 

生涯学習センター館長 

 

 

 

 

 

別表１ 

別表２ 



 

 

 

第２次 いずみさの男女共同参画行動計画 

通称：第２次 人ひとプラン 

～ともに創る、女（ひと）男（ひと）の心豊かな未来～ 

 

 

発行 泉佐野市市長公室人権推進課 

〒５９８－８５５０ 

大阪府泉佐野市市場東一丁目 295番地の３ 

ＴＥＬ （０７２）４６３－１２１２ 

ＦＡＸ （０７２）４６４－９３１４ 

 

発行年月 平成 24 年（2012年）３月 


